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一　

は
じ
め
に

二 　

第
一
期
（「
疎
虞
」・「
懈
怠
」
概
念
に
看
取
さ
れ
る
過
失
行
為
の

「
段
階
」）

三 　

第
二
期
（「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
及
び
「
情
報
収
集
義
務
」
の
原

石
）

　

㈠　
「
結
果
回
避
義
務
」
概
念
登
場
以
前
の
試
論

　

㈡　
「
注
意
義
務
」
概
念
の
嚆
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と
問
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意
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四　

第
三
期
（
過
失
犯
論
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の
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避
義
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「
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四
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「
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「
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能
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「
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と
「
結
果
回
避
義
務
」
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媒
介
概
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し
て
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「
動
機

づ
け
を
与
え
る
義
務
」

六 　

第
五
期
（「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
及
び
「
危
惧
感
」
の
対
立
構
造

を
め
ぐ
る
再
検
討
）

　

㈠　
「
危
惧
感
」
説
の
修
正
及
び
整
理

　

㈡ 　

近
鉄
生
駒
ト
ン
ネ
ル
事
件
に
伴
う
「
具
体
的
予
見
可
能
性
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の

問
題
点
の
露
呈　

七　

第
六
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（
多
種
多
様
な
見
解
の
出
現
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㈠　

結
果
を
基
礎
づ
け
る
「
危
険
」
に
対
す
る
問
題
意
識
の
高
ま
り

　

㈡　

予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
概
念
と
し
て
の
「
情
報
収
集
義
務
」
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お
わ
り
に
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危
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の
予
見
可
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」
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「
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務
」
概
念

　

登
場
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至
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過
失
犯
論
史
の
探
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一　

は
じ
め
に

　

科
学
技
術
と
人
間
と
が
複
雑
に
関
与
す
る
事
故
が
発
生
し
た
際
に
そ
の
刑
事
責
任
の
所
在
を
検
討
す
る
う
え
で
最
も
争
い
を
招
き
得
る

論
点
の
一
つ
が
、
過
失
犯
成
立
の
前
提
と
な
る
「
具
体
的
予
見
」
が
行
為
者
に
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
近

年
目
覚
ま
し
い
技
術
革
新
を
遂
げ
て
い
る
、
自
律
的
学
習
を
伴
う
最
先
端
科
学
技
術
の
関
与
す
る
事
例
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
開
発
者

や
製
造
者
と
い
っ
た
行
為
者
の
「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
の
有
無
の
検
討
は
困
難
を
極
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
問
題
は
、「
予
見
可
能
性
」
判
断
に
お
い
て
通
説
と
さ
れ
て
い
る
「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
説
（
1
）に
一
定
の
「
幅（
2
）」
が
存
在
す
る
こ

と
に
一
つ
の
要
因
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
行
為
か
ら
結
果
発
生
ま
で
に
「
時
間
」
的
「
幅
」
の
あ
る
事
例
、
回
収
義
務
を
は
じ
め
と
す

る
、
行
為
者
か
ら
製
品
が
離
れ
た
後
に
発
生
す
る
注
意
義
務
が
問
題
と
な
る
「
空
間
」
的
「
幅
」
の
あ
る
事
例
、
企
業
の
取
締
役
と
個
々

の
従
業
員
の
関
係
性
を
は
じ
め
と
す
る
監
督
者
・
被
監
督
者
の
「
予
見
可
能
性
」・「
注
意
義
務
」
の
内
実
や
程
度
の
差
異
が
問
題
と
な
る

「
人
間
」
的
「
幅
」
の
あ
る
事
例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

科
学
技
術
の
発
展
に
伴
う
事
例
の
複
雑
化
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
具
体
的
予
見
の
「
幅
」
の
拡
大
は
、
近
鉄
生
駒
ト
ン
ネ
ル
事
件

（
最
判
平
成
一
二
・
一
二
・
二
〇
判
タ
一
〇
五
一
号
二
七
四
頁
）
に
お
け
る
「
具
体
的
な
因
果
の
経
過
」
の
内
実
、
三
菱
タ
イ
ヤ
脱
落
事
故
（
最

判
平
成
二
四
・
二
・
八
判
タ
一
三
七
三
号
九
〇
頁
）
に
お
け
る
「
予
測
さ
れ
る
事
故
の
重
大
性
、
多
発
性
」
を
示
す
具
体
的
基
準
の
提
示
、
福

知
山
線
脱
線
事
故
（
最
決
平
成
二
九
・
六
・
一
二
刑
集
七
一
巻
五
号
三
一
五
頁
）
に
お
け
る
「
曲
線
の
危
険
性
」
の
検
討
、
福
島
第
一
原
発
強

制
起
訴
事
件
（
東
京
地
裁
令
和
元
・
九
・
一
九
判
時
二
四
三
一
・
二
四
三
二
号
合
併
号
五
頁
）
に
お
け
る
「
長
期
評
価
」
の
位
置
づ
け
な
ど
、
実

際
の
裁
判
例
に
お
い
て
、「
予
見
可
能
性
」
要
件
の
不
完
全
性
を
既
に
露
呈
さ
せ
て
い
る
。

　
「
過
失
」
と
い
う
用
語
は
、
明
治
時
代
初
期
に
は
既
に
法
文
と
し
て
規
定
さ（
3
）れ、「

過
失
」
に
該
当
す
る
犯
罪
は
江
戸
時
代
か
ら
存
在
す
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る（
4
）な
ど
、
過
失
犯
は
日
本
に
お
い
て
最
も
古
く
か
ら
存
在
す
る
犯
罪
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
理
論
や
判
断
基
準
も
時
代

の
経
過
に
し
た
が
っ
て
発
展
し
、
日
本
独
自
の
過
失
犯
論
の
学
説
が
成
熟
し
て
い
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
期
以
後
の
「
新
過
失
論
」
の
発

展
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
時
代
の
変
化
に
伴
い
、
過
失
犯
論
も
そ
の
都
度
、
変
革
を
促
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
過
失
犯
事
例
の
更
な

る
複
雑
化
に
備
え
る
た
め
に
は
ま
ず
、
先
人
の
刻
苦
勉
励
の
継
承
、
及
び
最
新
の
議
論
へ
の
応
用
の
契
機
と
し
て
の
歴
史
的
考
察
を
試
み

る
必
要
が
あ
る
。

　

過
失
犯
論
の
学
説
の
系
譜
は
極
め
て
複
雑
に
入
り
組
ん
で
お
り
、「
旧
過
失
論
↓
新
過
失
論
↓
危
惧
感
説
」
と
い
っ
た
簡
素
な
項
目
立

て
で
は
網
羅
的
な
考
察
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
過
失
犯
論
の
理
論
的
側
面
の
変
遷
を
「
第
一
期
」
〜
「
第
六
期
」
に
区
分
し
議
論
を

展
開
す
る
こ
と
と
す
る
。
区
分
の
具
体
的
基
準
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

⑴
ま
ず
、
論
者
の
師
弟
関
係
に
着
目
し
大
ま
か
な
区
分
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
①
明
治
期
を
中
心
に
活
躍
し
、「
旧
刑
法
」（
明
治
一

五
年
施
行
刑
法
）
を
議
論
の
対
象
と
し
て
い
た
論
者
（
第
一
世
代
）、
②
第
一
世
代
の
論
者
の
弟
子
の
世
代
に
あ
た
り
、
戦
前
に
多
数
の
文

献
を
発
表
し
「
現
行
刑
法
」（
明
治
四
一
年
施
行
刑
法
）
理
論
の
先
駆
者
と
い
え
る
論
者
（
第
二
世
代
）、
③
第
二
世
代
の
弟
子
の
世
代
に
あ

た
り
、
戦
後
か
ら
高
度
経
済
成
長
期
を
中
心
に
活
躍
し
た
論
者
（
第
三
世
代
）、
④
第
三
世
代
の
弟
子
の
世
代
に
あ
た
り
、
高
度
経
済
成

長
期
以
降
に
活
躍
し
た
論
者
（
第
四
世
代
）、
⑤
第
四
世
代
の
弟
子
の
世
代
に
あ
た
る
、
戦
後
生
ま
れ
の
論
者
（
第
五
世
代
）、
⑥
第
五
世

代
の
弟
子
の
世
代
に
あ
た
り
現
在
四
〇
〜
五
〇
代
の
論
者
（
第
六
世
代
）
の
全
六
世
代
に
区
分
す
る
。

　

⑵
次
に
、
文
献
の
出
版
年
や
当
該
文
献
の
引
用
文
献
に
着
目
し
、
後
の
世
代
の
論
者
の
理
論
に
対
し
て
評
価
を
行
う
場
合
や
、
論
者
自

身
よ
り
も
後
代
（
た
と
え
ば
、
定
年
後
）
に
お
い
て
生
じ
た
裁
判
例
に
対
す
る
評
釈
を
加
え
た
場
合
に
は
、
⑴
に
お
け
る
世
代
別
の
区
分

に
修
正
を
加
え
、「
第
一
期
」
か
ら
「
第
六
期
」
と
い
う
区
分
に
再
構
成
を
行
っ
た
。
本
論
文
に
お
け
る
、
こ
の
修
正
の
代
表
例
は
次
の

二
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
世
代
別
区
分
に
基
づ
け
ば
「
第
五
世
代
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
松
原
芳
博
教
授
の
「
仮
定
的
代
替
行
為
」
の
理

論
は
、「
第
六
期
」
の
「
合
義
務
的
代
替
交
態
」
に
着
目
す
る
見
解
を
明
確
に
参
照
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
「
第
六
期
」
に
分
類
す
る
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こ
と
と
し
、「
第
四
世
代
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
大
塚
仁
・
福
田
平
両
博
士
は
、
定
年
後
に
平
成
一
二
年
の
近
鉄
生
駒
ト
ン
ネ
ル
事
件
に

対
す
る
分
析
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
「
第
五
期
」
に
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
。

　

⑶
最
後
に
、
過
失
犯
論
と
り
わ
け
「
予
見
可
能
性
」
要
件
の
理
論
的
変
遷
と
各
々
の
論
者
の
議
論
を
照
合
し
、
⑵
に
て
行
っ
た
「
第
一

期
」
か
ら
「
第
六
期
」
と
い
う
各
々
の
区
分
に
対
し
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
試
み
た
。
具
体
的
に
は
、
過
失
犯
論
の
「
予
見
可
能
性
」
要
件
の

理
論
的
展
開
を
描
く
一
つ
の
「
試
案
」
と
し
て
、「
第
一
期
」（「
疎
虞
」・「
懈
怠
」
概
念
に
看
取
さ
れ
る
過
失
行
為
の
「
段
階
」）、「
第
二
期
」

（「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
及
び
「
情
報
収
集
義
務
」
の
原
石
）、「
第
三
期
」（
過
失
犯
論
構
造
の
分
化
）、「
第
四
期
」（
高
度
経
済
成
長
期
以
後
の
過
失

犯
論
の
高
度
化
）、「
第
五
期
」（「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
及
び
「
危
惧
感
」
の
対
立
構
造
を
め
ぐ
る
再
検
討
）、「
第
六
期
」（
多
種
多
様
な
見
解
の
出

現
）
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
施
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

本
論
文
の
主
眼
は
、「
結
果
の
予
見
可
能
性
」
要
件
の
現
状
に
問
題
を
提
起
し
、
結
果
を
基
礎
づ
け
る
「
危
険
」
に
着
目
す
る
見
解
と

し
て
の
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」、
及
び
具
体
的
予
見
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
注
意
義
務
と
し
て
の
「
情
報
収
集
義
務
」
と
い
う
二
つ
の

概
念
が
突
如
と
し
て
現
れ
た
概
念
で
は
な
く
、
従
来
の
学
説
の
展
開
と
整
合
性
の
取
れ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
、
及
び
「
予
見
可
能
性
」
要

件
の
不
完
全
性
を
補
塡
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
描
写
す
る
こ
と
に
あ（
5
）る。

二　

第
一
期
（「
疎
虞
」・「
懈
怠
」
概
念
に
看
取
さ
れ
る
過
失
行
為
の
「
段
階
」）

　
「
旧
刑
法
」（
明
治
一
五
年
施
行
刑
法
）
か
ら
「
現
行
刑
法
」（
明
治
四
一
年
施
行
刑
法
）
へ
の
変
遷
は
、
日
本
刑
法
史
に
お
け
る
一
つ
の
大

転
換
期
で
は
あ
る
が
、
両
者
の
理
論
は
決
し
て
断
絶
し
て
お
ら
ず
、
過
失
犯
論
に
つ
い
て
も
ま
た
、
前
者
の
な
か
に
現
在
に
お
い
て
も
示

唆
的
な
部
分
が
存
在
す
る
。

　

た
と
え
ば
、
当
時
の
過
失
犯
規
定
の
一
つ
で
あ
る
旧
刑
法
三
一
七
条
に
は
、「
疎
虞
懈
怠
又
ハ
規
則
慣
習
ヲ
遵
守
セ
ス
過
失
ニ
因
テ
人
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ヲ
死
ニ
致
シ
タ
ル
者
ハ
二
十
圓
以
上
二
百
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
」
と
い
う
文
言
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
現
行
刑
法
に
は
規
定
さ
れ
て
い

な
い
「
疎
虞
懈
怠
」
と
は
い
か
な
る
概
念
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

　

こ
れ
は
過
失
に
お
け
る
犯
罪
構
成
事
実
の
認
識
と
不
認
識
と
の
間
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
が
存
在
す
る
と
い
う
、
当
時
の
理
論
に
関
連

し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
結
果
發
生
の
可
能
」
を
予
見
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
結
果
は
発
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い

う
不
正
の
判
断
の
も
と
に
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
「
疎
虞
」
と
、（
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
）「
結
果
發
生
の
可
能
」
を
予
見

し
な
か
っ
た
「
懈
怠
」
と
い
う
概
念
に
分
け
ら
れ（
6
）る。
こ
の
と
き
「
疎
虞
」
が
「
懈
怠
」
よ
り
も
常
に
重
く
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
熟
考
の
末
に
判
断
を
誤
っ
た
者
が
何
の
考
え
も
な
く
判
断
を
誤
っ
た
者
よ
り
も
軽

く
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
社
会
通
念
上
妥
当
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

窓
か
ら
何
の
考
え
も
な
く
木
片
を
落
と
し
子
供
に
怪
我
さ
せ
た
者
と
、
窓
か
ら
「
危
険
な
り
」
と
叫
び
な
が
ら
木
片
を
落
と
し
子
供
に
怪

我
さ
せ
た
場
合
、
前
者
に
は
「
懈
怠
」
が
成
立
し
、
後
者
に
は
「
疎
虞
」
が
成
立
す
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
を
例
に
検
討
す
る
と
、
後
者
は
木

片
を
落
と
す
こ
と
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
前
者
よ
り
も
重
罪
で
あ
る
と
機
械
的
に
認
定
す
る
の
で
は
な
く
、
窓
か
ら

木
片
を
落
と
す
こ
と
の
危
険
性
を
認
識
し
「
危
険
な
り
」
と
叫
ん
だ
こ
と
に
鑑
み
、
後
者
の
方
が
、
軽
度
の
罪
を
認
定
す
る
余
地
が
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
思
考
は
、
法
益
侵
害
「
結
果
」
そ
の
も
の
と
行
為
者
の
関
係
性
の
み
で
は
な
く
、
結
果
に
至
る
ま
で
の
行
為

者
の
行
為
を
「
遡
っ
て
」
検
討
し
、
行
為
者
の
過
失
責
任
の
有
無
を
「
疎
虞
」・「
懈
怠
」
と
い
う
、
予
見
に
至
る
た
め
の
努
力
の
有
無
に

応
じ
た
複
数
の
「
段
階
」
に
区
分
し
て
吟
味
す
る
点
に
お
い
て
、
現
在
の
予
見
可
能
性
の
判
断
基
準
の
精
緻
化
に
も
資
す
る
思
考
で
あ
る
。
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三　

第
二
期
（「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
及
び
「
情
報
収
集
義
務
」
の
原
石
）

㈠　
「
結
果
回
避
義
務
」
概
念
登
場
以
前
の
試
論

　

現
行
刑
法
の
草
創
期
と
も
い
え
る
戦
前
の
過
失
犯
論
に
お
い
て
は
、
現
在
の
「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
と
「
危
惧
感
」
な
ど
の
対
立
構

造
に
囚
わ
れ
な
い
、
柔
軟
な
議
論
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
過
失
ノ
構
成
ハ
、
必
ス
シ
モ
、
抽
象
的
ニ
或
ル
注
意
ヲ
爲
サ
サ
レ
ハ
、
或
ル
結
果
ヲ
惹
起
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
認
識
シ
得
ヘ

キ
ノ
ミ
ニ
非
ス
シ
テ
、
行
爲
ト
結
果
ト
ノ
關
係
ノ
發
生
ニ
付
キ
、
具
體
的
ニ
、
之
ヲ
認
識
得
ヘ
キ
コ
ト
モ
、
必
要
ト
ス（
7
）ル」
と
い
う
論
理

か
ら
は
、
現
在
の
具
体
的
予
見
可
能
性
の
原
型
が
看
取
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
「
行
爲
ト
結
果
ト
ノ
關
係
ノ
發
生
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、

予
見
可
能
性
の
対
象
は
結
果
の
み
な
ら
ず
、
行
為
か
ら
結
果
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
含
む
と
い
う
思
考
過
程
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　
「
わ
が
国
に
お
け
る
結
果
回
避
義
務
を
中
心
と
し
た
過
失
犯
の
理
論
構
成
の
先
駆
は
、
宮
本
博
士
に
は
じ
ま（
8
）る」
と
の
指
摘
が
存
す
る

よ
う
に
、
結
果
回
避
義
務
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
前
の
「
第
二
期
」
か
ら
、
そ
の
注
意
義
務
の
内
実
の
精
密
化
を
図
る
見
解
が
既
に
存

在
す
る
。
具
体
的
に
は
、「
過
失
の
要
件
に
関
し
、
結
果
の
予
見
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
『
反
対
行
為
義
務
』
の
存
在
と
、
そ
の
反
対
行

為
義
務
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
過
失
の
重
要
な
ポ
イ
ン（
9
）ト」

が
見
出
さ
れ
た
。

　

こ
の
見
解
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
の
が
、「
豫
見
義
務
は
何
の
爲
め
に
課
せ
ら
れ
る
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
初
め
に
吾
々
に
は
結
果

を
豫
見
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
發
生
を
防
止
す
る
爲
め
の
反
對
な
行
為
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
卽
ち
更
に
豫
見
義
務

は
反
對
行
為
義
務
の
存
在
を
前
提
と
す
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
点
、
す
な
わ
ち
「
反
対
行
為
義
務
」
は
「
豫
見
義
務
」
の
前
提
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
）
10
（
た
点
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
「
反
対
行
為
義
務
↓
豫
見
義
務
」
と
い
う
図
式
に
な
り
、
予
見
義
務
の
前
提
と
し
て
の
義
務
が
設
定
さ
れ
て
い
る
点
は
、
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予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
「
情
報
収
集
義
務
」
の
原
型
と
な
る
理
論
で
あ
る
と
評
価
で
き
）
11
（
る
。

㈡　
「
注
意
義
務
」
概
念
の
嚆
矢
と
問
題
意
識

　

道
義
的
責
任
を
重
視
す
る
主
観
説
の
立
）
12
（

場
に
立
ち
つ
つ
、「
注
意
義
務
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
過
失
犯
論
を
展
開
す
る
論
者
が
現
れ

た
。
こ
の
と
き
法
律
上
の
「
注
意
」
は
日
常
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
第
一
に
「
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
對
象
」
に
「
意
識
を
集
中
す

る
」
こ
と
、
第
二
に
「
用
心
深
い
と
い
ふ
こ
と
即
ち
愼
重
に
行
動
し
て
危
險
の
發
生
か
ら
遠
ざ
か
）
13
（

る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
「
注
意
義
務
の
内
容
は
各
生
活
領
域
に
於
い
て
客
観
的
に
定
ま
）
14
（
る
」
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
文
脈
に

お
け
る
「
客
観
的
に
定
ま
る
」
と
は
、「
同
一
の
具
體
的
な
事
情
の
下
に
あ
る
者
に
對
し
て
は
一
般
的
に
き
ま
つ
て
来
）
15
（

る
」
こ
と
を
意
味

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
説
の
立
場
を
採
っ
た
と
し
て
も
、
事
例
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
、
場
当
た
り
的
に
注
意
義
務
を
設
定
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
一
定
の
客
観
的
な
基
準
が
そ
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
主
観
説
に
立
ち
つ
つ
注
意
義
務
を
検
討
す
る
と
い
う
判
断
枠
組
み
か
ら
は
、
規
則
や
法
令
に
機
械
的
に
従
う
べ
き
で
は
な

い
も
の
の
、
同
様
の
特
徴
を
有
す
る
行
為
者
に
対
し
て
は
客
観
的
な
基
準
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
が
滲
出
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
成
分
法
規
の
遵
守
に
よ
っ
て
直
ち
に
責
任
を
免
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
）
16
（

い
と
い
う
評
価
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

成
分
法
規
が
絶
対
的
な
基
準
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
は
、
行
為
か
ら
結
果
発
生
ま
で
の
時
間
的
な
隔
た
り
の
少
な
い
事
例
に
如
実
に
現

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
犯
事
例
を
①
と
っ
さ
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
場
合
と
、
②
結
果
が
発
生
す
る
ま
で
の
間
に
熟
慮
の
時
間
が
存
在

し
た
ケ
ー
ス
に
区
分
で
き
る
と
す
る
と
、
と
り
わ
け
①
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
右
の
場
合
と
は
反
対
に
、
成
分
法
規
違
反
を
承
知
で
結

果
を
回
避
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
場
面
が
生
じ
得
る
。
具
体
的
に
は
、「『
臨
機
適
宜
ノ
手
段
』
は
ひ
と
り
命
令
又
は
規
定
を
超
ゆ
る
慎

重
な
る
態
度
た
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
具
體
的
な
状
況
に
應
じ
て
は
、
正
面
よ
り
法
規
に
定
む
る
と
こ
ろ
と
衝
突
す
る
方
法
た
る
場
合
す

ら
あ
り
得
）
17
（
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
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四　

第
三
期
（
過
失
犯
論
構
造
の
分
化
）

㈠　
「
結
果
回
避
義
務
」
と
「
用
心
深
い
態
度
」

　

小
野
清
一
郎
や
不
破
武
夫
と
い
っ
た
現
行
刑
法
理
論
の
先
駆
者
を
継
承
し
つ
つ
、
修
正
な
い
し
発
展
を
図
り
、
過
失
を
単
に
「
責
任
要

素
」
と
し
て
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
結
果
回
避
義
務
と
し
て
の
注
意
義
務
」
を
「
違
法
性
」
の
枠
組
み
に
お
い
て
、「
結
果
予
見
の

可
能
性
」
や
「
予
見
義
務
」
を
「
責
任
」
の
枠
組
み
に
お
い
て
検
討
す
る
見
）
18
（

解
が
現
れ
る
。

　

こ
の
見
解
は
「
結
果
回
避
義
務
」
の
検
討
に
重
き
を
置
く
も
の
の
、
そ
の
内
実
は
「
行
為
者
人
格
に
由
来
す
る
予
見
義
務
の
不
遵
守
に

も
と
づ
く
も
の
」
で
あ
り
、「
予
見
義
務
に
違
反
し
て
結
果
を
発
生
せ
し
め
た
ば
あ
い
に
の
み
過
失
非
難
が
肯
定
さ
れ
）
19
（
る
」
と
い
う
論
理

構
成
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
母
親
が
街
頭
に
飛
び
出
し
た
子
供
を
大
声
で
呼
び
戻
す
の
で
は
な
く
自
ら
連
れ
戻
そ
う
と
す
る
間
に

子
供
が
車
馬
に
轢
か
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
仮
想
事
例
に
お
い
て
は
、
形
式
的
に
は
結
果
回
避
義
務
に
違
反
し
て
い
る
が
、
こ
の
と
き

「
自
分
が
子
供
の
と
こ
ろ
へ
駆
け
て
行
く
ま
で
轢
か
れ
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
て
」
お
り
、「
母
親
は
危
険
な
結
果
を
予
見
で
き
な
か
っ

た
」
の
で
あ
る
か
ら
、「
た
ん
に
偶
然
の
で
き
ご
と
た
る
に
と
ど
ま
り
、
過
失
非
難
の
対
象
と
は
な
ら
な
）
20
（
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
理
論
に
基
づ
く
限
り
、「
結
果
回
避
義
務
」
と
は
決
し
て
単
な
る
規
則
や
法
令
に
基
づ
く
作
為
・
不
作
為
の
問
題
で
は
な
く
、
常
に
予

見
義
務
と
の
関
連
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
件
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
見
解
は
、「
危
険
な
行
動
に
出
る
際
意
志
の
集
中
・
緊
張
を
欠
如
し
）
21
（
た
」
と
い
う
内
的
態
度
と
、「
用
心
深
く
行
動
し
て
危
険
の
発

生
か
ら
遠
ざ
か
ら
な
か
つ
た
外
的
態
度
」
と
を
区
別
し
て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
区
別
に
は
、
二
点
の
意
義
が
あ
る
と
筆

者
は
考
え
る
。

　

一
つ
に
は
、
過
失
と
は
意
志
の
緊
張
た
る
「
注
意
」
の
欠
如
で
あ
る
一
方
で
、
行
為
者
の
内
面
に
分
け
入
っ
て
そ
れ
を
確
か
め
る
こ
と
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は
困
難
で
あ
る
か
ら
、「
用
心
深
い
態
度
」
と
い
う
外
的
態
度
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
主
観
面
を
客
観
的
な
基
準
に
基

づ
き
外
在
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
の
意
義
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
結
果
回
避
義
務
違
反
は
「
行
為
者
人
格
に
由
来
す
る
予

見
義
務
の
不
遵
守
」
に
基
づ
く
か
ら
こ
そ
、「
用
心
深
い
態
度
」
の
設
定
を
通
じ
て
行
為
者
の
「
人
格
」
と
関
連
づ
け
た
過
失
の
有
無
の

判
断
を
促
す
と
い
う
意
義
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、「
不
注
意
は
、
注
意
義
務
に
違
反
す
る
人
格
態
度
」
で
あ
り
、
過
失
は
「
行
為

者
人
格
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
22
（

い
」
と
す
る
同
世
代
の
見
解
と
も
共
通
の
視
点
を
有
す
る
。

　
「
用
心
深
い
態
度
」
概
念
は
、「
危
険
の
発
生
を
抑
止
す
る
態
度
」、「
危
険
な
状
態
に
お
け
る
用
心
深
い
態
度
」、「
熟
考
義
）
23
（
務
」
の
三
種

類
の
二
次
基
準
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
過
失
犯
論
の
発
展
を
推
し
進
め
た
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
三
つ
目
の

「
熟
考
義
務
」
は
そ
の
後
の
「
情
報
収
集
義
務
」
の
発
展
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

㈡　
「
実
質
的
で
許
さ
れ
な
い
危
険
」
理
論
の
可
能
性
と
問
題
点

　

違
法
性
要
素
と
し
て
の
結
果
回
避
義
務
を
重
視
す
る
見
解
が
現
れ
た
一
方
で
、「
実
質
的
で
許
さ
れ
な
い
危
険
」
を
過
失
行
為
の
中
心

に
据
え
る
見
）
24
（
解
が
現
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
注
意
義
務
を
予
見
義
務
と
同
）
25
（
視
し
た
う
え
で
、「
過
失
行
為
は
、
単
に
結
果
に
対
し
て
因
果

関
係
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
行
為
で
は
な
く
、
結
果
発
生
の
『
実
質
的
で
許
さ
れ
な
い
危
険
』
を
持
っ
た
行
）
26
（

為
」
で
あ
る
と
論
じ
る
見
解

で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
行
為
者
は
「
こ
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
い
う
基
準
行
為
を
設
定
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
行
為
者
の

行
為
そ
の
も
の
が
抱
え
る
「
実
質
的
な
危
険
」
に
着
目
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
交
叉
点
で
、
三
〇
キ
ロ
に

減
速
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
〇
キ
ロ
で
走
行
し
、
人
を
轢
い
た
」
場
合
は
、「
三
〇
キ
ロ
に
減
速
す
る
」
と
い
う
「
基
準

行
為
に
反
す
る
か
ら
過
失
行
為
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
」
く
、
あ
く
ま
で
も
「
五
〇
キ
ロ
で
走
行
す
る
こ
と
が
、
人
を
轢
く
実
質
的
な
危

険
の
あ
る
行
為
で
あ
る
か
ら
過
失
行
為
を
構
成
す
）
27
（

る
」
と
い
う
論
理
に
な
る
。
こ
の
見
解
が
基
準
行
為
を
設
定
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、

「
基
準
行
為
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
か
ら
偶
然
の
結
果
が
発
生
し
た
場
合
で
も
、
過
失
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
」
点
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や
、「
当
該
行
為
を
危
険
で
な
い
も
の
に
す
る
た
め
に
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
行
為
は
、
必
ら
ず
し
も
（
原
文
マ
マ
）
一
つ
で
は
な
く
、

種
々
の
も
の
が
あ
り
う
）
28
（

る
」
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

確
か
に
、
基
準
行
為
を
設
定
し
こ
れ
を
重
視
す
る
余
り
、
そ
れ
を
守
っ
て
さ
え
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
風
潮
が
生
じ
か
ね
な
い
と
い
う
懸

念
は
存
在
し
、
こ
の
こ
と
は
結
果
回
避
義
務
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
生
じ
得
る
問
題
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
準
と

な
る
行
為
を
わ
ざ
わ
ざ
設
定
し
な
く
て
も
、
過
失
認
定
の
過
程
に
お
い
て
結
果
に
い
た
る
ま
で
の
「
実
質
的
な
危
険
」
に
着
目
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
選
択
す
れ
ば
結
果
を
避
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
柔
軟
な
解
釈
が
可
能
と
な
る
。

も
っ
と
も
「
実
質
的
な
危
険
」
が
抽
象
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
問
題
点
を
抱
え
て
お
り
、「
こ
う
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
い
う
基
準
は
不
要

で
あ
っ
て
も
、「
ど
の
よ
う
な
行
為
が
危
険
で
あ
る
か
」
と
い
う
二
次
基
準
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
）
29
（
る
。

五　

第
四
期
（
高
度
経
済
成
長
期
以
後
の
過
失
犯
論
の
高
度
化
）

㈠　
「
予
見
可
能
性
」
要
件
の
転
換
期
と
し
て
の
「
危
惧
感
」
説
と
「
監
督
過
失
」

　
「
予
見
可
能
性
」
の
判
断
枠
組
み
が
転
換
期
を
迎
え
る
契
機
と
な
っ
た
事
件
は
、
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
（
徳
島
地
裁
昭
和
四
八
・
一

一
・
二
八
判
時
七
二
一
号
七
頁
）
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
藤
木
英
雄
の
「
新
た
な
」
学
説
が
判
決
文
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て

い
）
30
（
る
。「
危
惧
感
」
説
と
も
呼
称
さ
れ
る
こ
と
の
あ
）
31
（
る
本
学
説
は
、
し
ば
し
ば
批
判
の
的
と
な
っ
て
き
た
が
、
実
際
に
は
、
科
学
技
術
の

更
な
る
発
展
と
そ
れ
に
伴
う
事
例
の
複
雑
化
に
備
え
る
た
め
の
有
益
な
理
論
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
の
有
罪
判
決
自
体
に
は
賛
同
す
る
論
者
が
多
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
罪
判
決

に
否
定
的
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
工
場
長
に
有
罪
判
決
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
点
に
異
議
を
示
し
、
判
決
よ
り
も
厳
し
い
結
論
を
求
め
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る
見
解
す
ら
存
在
す
）
32
（
る
。

　

具
体
的
に
は
、
工
場
長
が
技
術
系
で
は
な
く
事
務
系
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
無
罪
判
決
と
す
る
結
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
工
場
長
が
「
事
務
系
で
あ
っ
て
、
生
産
に
つ
い
て
の
職
務
分
担
上
の
責
任
が
企
業
の
内
部
規
則
上
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と

を
強
調
し
過
ぎ
て
い
）
33
（
る
」
点
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
工
場
長
や
社
長
と
い
っ
た
、
当
該
組
織
の
責
任
者
の
立
場
に
あ
る
者
の
う
ち
「
事

務
系
の
人
は
あ
ま
り
自
分
の
会
社
の
技
術
に
つ
い
て
は
よ
け
い
な
こ
と
は
知
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は

「
生
産
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
は
一
切
技
術
専
門
家
ま
か
せ
に
し
て
い
れ
ば
刑
事
上
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
お
よ
そ
な
い
」
と
い
う

誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
危
険
性
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
）
34
（

る
。

　

結
論
が
支
持
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
議
を
醸
し
た
大
き
な
要
因
は
、
有
罪
判
決
の
根
拠
を
「
危
惧
感
」
と
い
う
概
念
に
求
め

た
点
に
あ
る
。
も
っ
と
も
「
危
惧
感
」
自
体
で
は
な
く
、
予
見
可
能
性
を
導
く
理
論
構
成
に
対
し
て
批
判
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え

ば
、「
ご
く
一
般
の
通
常
人
で
あ
れ
ば
、
予
見
可
能
性
は
稀
薄
だ
と
し
て
も
、『
業
務
者
』
と
し
て
、
し
か
も
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
の
開
発
者

と
し
て
」
は
「
結
果
の
予
見
可
能
性
は
決
し
て
低
か
っ
た
わ
け
で
は
な
）
35
（

い
」
と
い
う
補
足
を
加
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
指
摘
が
あ
）
36
（

る
。

　

の
ち
に
、「
危
惧
感
」
説
は
「
責
任
主
義
に
反
す
る
」
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
37
（
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
学
説
の
提
唱

当
初
か
ら
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
義
務
は
必
ず
し
も
具
体
的
予
見
可
能
性
に
基
づ
く
行
動
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ

て
い
る
と
は
限
ら
ず
、「
合
理
的
な
動
作
」
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
意
識
の
う
ち
に
結
果
を
回
避
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
と
い
う

見
）
38
（

解
が
主
張
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
思
考
を
突
き
詰
め
る
と
「
合
理
的
な
動
作
」
の
具
体
的
な
内
容
を
議
論
の
中
心
に
据
え

る
こ
と
に
な
る
が
、
合
理
的
な
動
作
を
起
こ
す
た
め
の
「
契
機
」
と
な
る
意
識
が
本
来
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
「
契
機
」
と
な
る
概
念
の
一
つ
と
な
り
得
る
の
が
、「
情
報
収
集
義
務
」
で
あ
る
。「
情
報
収
集
義
務
」
の
原
型
と
な
る
見
解
は
、

エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
過
失
犯
の
構
成
要
件
要
素
三
分
類
（
①
危
険
か
ら
遠
ざ
か
る
義
務
、
②
危
険
な
状
態
の
も
と
に
お
い
て
慎
重
な
態
度
を
と

る
義
務
、
③
情
報
収
集
義
）
39
（
務
）
の
う
ち
、
三
つ
目
の
要
素
を
も
と
に
提
唱
さ
れ
た
。「
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
が
説
い
た
本
来
の
趣
旨
は
、
第
一
、
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第
二
の
場
合
が
実
害
犯
、
実
質
犯
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
形
式
犯
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
形
式
的
な
注
意
義
務
を
遵

守
で
き
る
よ
う
事
前
に
点
検
・
確
認
す
る
義
務
（
た
と
え
ば
運
転
開
始
前
に
運
転
免
許
証
所
持
の
有
無
を
点
検
す
）
40
（

る
）」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
う
え
で
、
独
自
の
試
論
が
展
開
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
三
の
義
務
（
情
報
収
集
義
務
）
は
「
科
学
技
術
の
最
先
端
に
お
い
て
起
こ
る

事
故
」
の
よ
う
に
、「
危
険
の
源
泉
と
な
る
活
動
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
危
険
行
為
が
一
応
安
心
感
を
も
っ
て
社
会
に
受
け
入
れ
ら

れ
る
た
め
に
必
要
な
行
動
基
準
と
し
て
の
危
険
を
探
知
す
る
た
）
41
（

め
」
の
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

　

森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
は
「
危
惧
感
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
契
機
の
み
な
ら
ず
、
新
過
失
論
の
議
論
の
深
ま
り
及
び
現
代
の
「
危
険
の
予

見
可
能
性
」
概
念
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
提
供
に
も
寄
与
し
た
。
新
過
失
論
の
「
主
唱
者
は
、
井
上
正
治
博
士
、
藤
木
英
雄
教
授
で
あ
っ

た
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
42
（
る
が
、
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
に
対
す
る
両
者
の
捉
え
方
は
大
き
く
異
な
り
、
こ
の
差
異
が
現
代
に
も
通

ず
る
新
過
失
論
の
本
質
に
関
連
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
井
上
正
治
は
、
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
の
発
注
時
・
受
領
後
と
も
に
結
果
の
客

観
的
予
見
可
能
性
を
否
定
し
た
差
戻
前
第
一
審
判
決
が
正
当
な
判
決
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
藤
木
英
雄
は
、「
無
規
格

薬
剤
発
注
で
有
害
薬
剤
が
ま
ぎ
れ
こ
ま
な
い
か
と
の
不
安
感
こ
そ
が
危
険
の
予
見
可
能
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
通
常
の
社
会
人
な
ら
ば
当
然

可
能
で
あ
っ
た
」（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
と
す
る
第
二
審
判
決
に
対
し
て
肯
定
的
な
見
解
を
示
し
た
と
の
指
）
43
（
摘
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
両
者
の
見
解
の
差
異
の
み
に
注
目
す
る
と
、「
危
惧
感
」
や
「
不
安
感
」
と
い
っ
た
用
語
が
独
り
歩
き
し
て
、
そ
の
言
葉
の
放
つ
イ

ン
パ
ク
ト
及
び
抽
象
性
に
嫌
悪
感
を
覚
え
る
論
者
も
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
藤
木
英
雄
の
理
論
の
出
発
点
は
、「
結
果
回
避
義

務
は
、
具
体
的
に
生
じ
た
あ
る
危
害
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
行
動
を
し
た
時
点
に
お
い
て
行
為
者
に
対
し
何
を
す
べ

き
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
そ
の
内
容
を
特
）
44
（

定
」
す
る
と
い
う
問
題
意
識
に
あ
り
、
予
見
可
能
性
は
「
結
果
回
避
措
置
と
し
て

い
か
な
る
具
体
的
措
置
を
行
為
者
に
負
担
さ
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
判
断
す
る
場
合
の
一
つ
の
重
要
な
資
）
45
（
料
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
前
述
の
よ
う
に
藤
木
英
雄
は
あ
く
ま
で
も
結
果
回
避
義
務
を
重
視
す
る
新
過
失
論
）
46
（

者
で
あ
り
、
結
果
回
避
義
務
の

決
定
要
素
と
し
て
の
予
見
可
能
性
の
判
断
枠
組
み
の
指
針
を
示
し
た
と
い
え
る
。
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森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
に
お
い
て
、「
危
惧
感
」
と
同
じ
く
、
そ
の
後
の
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
や
「
情
報
収
集
義
務
」
と
い
っ
た

「
予
見
可
能
性
」
要
件
再
考
の
動
向
の
活
発
化
に
寄
与
し
た
と
い
え
る
の
が
、「
監
督
過
失
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事

件
は
、「
発
注
・
検
査
義
務
と
い
う
実
行
行
為
者
と
し
て
の
責
任
と
共
に
、
工
場
幹
部
と
し
て
の
『
指
導
監
督
義
務
』」
と
い
う
「
二
段
構

え
の
刑
事
責
任
追
及
が
な
さ
れ
た
」
点
に
お
い
て
も
特
徴
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
47
（
る
。

　
「
監
督
過
失
」
は
、「
法
的
に
平
等
な
関
係
に
あ
る
者
同
士
に
よ
る
通
常
の
過
失
の
競
合
」
と
は
異
な
り
、「
競
合
す
る
過
失
行
為
者
の

間
に
監
督
者
・
被
監
督
者
と
い
う
上
下
関
係
が
み
ら
れ
る
場
合
」
で
あ
っ
て
、「
下
位
者
の
過
失
行
為
に
つ
い
て
そ
の
監
督
義
務
を
尽
く

さ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
」「
上
位
者
の
過
）
48
（

失
」
を
意
味
す
る
。
監
督
過
失
は
、「
結
果
と
の
間
に
被
監
督
者
の
過
失
行
為

が
介
在
し
て
い
る
」
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
問
題
と
さ
れ
る
行
為
は
「
結
果
に
対
し
て
間
接
的
」
で
あ
り
、「
予
見
可
能

性
」
に
つ
い
て
は
、「
被
監
督
者
の
過
失
行
為
」
と
「
監
督
者
の
過
失
行
為
」
の
各
々
の
段
階
に
お
け
る
「
二
段
の
予
見
可
能
性
が
問
題

と
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
結
果
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
も
二
段
の
可
能
性
が
問
題
と
な
）
49
（
る
」
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
。
監
督
過
失
が
問
題

と
な
る
事
例
の
登
場
に
よ
っ
て
、「
監
督
者
・
被
監
督
者
と
い
う
上
下
関
係
」
に
お
け
る
職
務
分
担
の
具
体
的
内
容
や
、
職
務
の
分
担
に

よ
っ
て
変
動
す
る
「
二
段
の
予
見
可
能
性
」
の
内
実
を
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
過
失
犯
の
構
造
論
は
新
た

な
フ
ェ
ー
ズ
を
迎
え
、
学
説
に
お
い
て
個
別
事
案
を
理
論
的
に
分
析
す
る
重
要
性
が
よ
り
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
と
い
え
る
。

㈡　
「
予
見
可
能
性
」
消
極
的
要
件
と
し
て
の
「
信
頼
の
原
則
」
の
登
場

　

森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
は
、
差
戻
前
第
一
審
が
「
信
頼
の
原
則
」
を
援
用
し
た
最
初
の
刑
事
裁
判
例
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
）
50
（

る
点
に

お
い
て
も
、
過
失
犯
の
判
断
枠
組
み
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
事
案
で
あ
る
。「
信
頼
の
原
則
」
に
は
、
交
通
事
例
に
お
け
る
適
用
は
一

般
的
と
な
っ
て
き
た
一
方
で
、
他
の
生
活
領
域
に
ど
こ
ま
で
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
か
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
交
通
事
例
に
と
ど
ま
ら

な
い
生
活
領
域
全
般
に
適
用
可
能
な
一
般
的
な
判
断
枠
組
み
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
交
通
に
お
い
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て
は
交
通
法
規
の
整
備
に
伴
い
被
害
者
や
第
三
者
の
行
動
が
「
定
型
」
的
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
生
活
一
般
に
ま
で

視
野
を
拡
大
す
る
と
、
被
害
者
や
第
三
者
の
行
動
は
「
非
定
型
的
」
で
あ
り
、「
予
測
可
能
性
の
範
囲
に
入
ら
な
い
他
人
の
行
動
も
多
く
、

一
般
的
に
は
信
頼
の
原
則
を
適
用
し
う
る
だ
け
の
条
件
を
充
た
し
て
い
な
）
51
（
い
」
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
論
者
自
身
も
、「
信
頼
の
原
則
は
、
原
理
と
し
て
は
過
失
一
般
に
通
用
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
単
に

交
通
事
故
の
分
野
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
）
52
（

い
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
信
頼
の
原
則
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
と
し

て
も
、
実
際
の
事
例
に
お
い
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
適
用
条
件
の
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
「
信
頼
の
原
則
」
は
、「
結
果
回
避
義
務
」
若
し
く
は
「
予
見
可
能
性
」
の
い
ず
れ
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
理
論
と
し
て
検
討
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
争
い
が
あ
）
53
（
る
が
、
日
本
の
「
信
頼
の
原
則
」
研
究
の
第
一
人
者
は
後
者
の
立
場

を
採
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
被
害
者
や
第
三
者
と
い
っ
た
「
介
入
者
の
異
常
な
行
動
が
行
わ
れ
な
い
と
信
頼
す
る
の
が
相
当
な
場

合
」
に
は
「
端
的
に
予
見
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
標
準
に
す
る
と
過
失
の
認
定
が
あ
ま
り
に
広
く
な
り
す
ぎ
る
」
た
め
、「
自
然
的
、

事
実
的
な
予
見
可
能
性
（
漠
然
た
る
不
安
感
）
の
中
か
ら
刑
法
的
な
意
味
で
の
予
見
可
能
性
を
選
び
出
し
、
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
た
め

の
原
理
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
）
54
（
た
。「
信
頼
の
原
則
」
も
ま
た
、「
予
見
可
能
性
」
要
件
発
展
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈢　
「
予
見
」
と
「
結
果
回
避
義
務
」
の
媒
介
概
念
と
し
て
の
「
動
機
づ
け
を
与
え
る
義
務
」

　
「
第
三
期
」
の
論
者
に
よ
る
「
外
的
態
度
」
と
「
内
的
態
度
」
の
区
分
の
よ
う
に
、
注
意
義
務
を
「
外
部
的
注
意
」
と
し
て
「
外
部
的

行
爲
」
で
あ
る
と
解
し
、「
内
部
的
注
意
」
す
な
わ
ち
「
情
操
の
作
用
」
と
区
別
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
同
世
代
の
論
者
か
ら
、「
注
意

義
務
の
本
質
で
あ
り
根
幹
た
る
豫
見
義
務
と
い
う
心
理
的
・
情
操
的
義
務
を
排
除
す
る
點
に
お
い
て
適
切
で
は
な
）
55
（
い
」
と
い
う
指
摘
や
、

「
豫
見
義
務
と
豫
見
に
必
要
な
行
爲
を
す
る
義
務
と
豫
見
に
も
と
づ
い
て
結
果
を
回
避
す
る
義
務
の
三
者
は
密
接
に
手
段
・
結
果
の
關
係

に
あ
つ
て
不
可
分
で
あ
り
、
豫
見
義
務
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
必
要
な
行
爲
義
務
も
結
果
回
避
義
務
も
あ
り
得
な
）
56
（
い
」
と
い
う
指
摘
が
向
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け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
前
者
の
指
摘
に
関
し
て
は
、「
第
三
期
」
の
冒
頭
に
て
前
述
の
よ
う
に
結
果
回
避
義
務
の
重
要
性
の
発
見
後

も
依
然
と
し
て
予
見
義
務
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
と
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
後
者
の
指
摘
に
関
し
て
は
、「
第
三
期
」
の
論
者

の
間
で
は
未
だ
十
分
に
煮
詰
ま
っ
て
い
な
い
視
点
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
理
の
空
隙
を
埋
め
る
試
み
と
い
え
る

の
が
「
第
四
期
」（
高
度
経
済
成
長
期
以
後
）
の
論
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
動
機
づ
け
を
与
え
る
義
務
」
で
あ
る
。

　
「
動
機
づ
け
を
与
え
る
義
務
」
概
念
は
ま
ず
、
本
来
の
注
意
義
務
は
「
行
為
者
が
、
そ
の
意
識
を
十
分
に
緊
張
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、

か
つ
、
緊
張
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
緊
張
さ
せ
な
か
っ
た
」
と
い
う
「
内
心
的
態
度
を
対
象
と
す
る
内
部
的
注
意
義
務
」
で
あ
り
、

「
過
失
犯
の
注
意
義
務
は
、
む
し
ろ
、
結
果
予
見
義
務
を
中
）
57
（

心
」
と
す
る
立
場
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
内
部
的
注
意
義
務
」
は
、

「
内
心
的
態
度
」
を
「
不
注
意
」
と
し
て
定
義
づ
け
た
う
え
で
、「
注
意
義
務
も
、
一
定
の
内
心
的
態
度
を
保
持
す
べ
き
義
務
と
し
て
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
58
（
い
」
と
い
う
論
理
に
依
拠
し
、
行
為
者
の
日
頃
の
態
度
ひ
い
て
は
人
格
と
関
連
づ
け
る
点
に
お
い
て
、「
第
三

期
」
の
「
用
心
深
い
態
度
」
や
「
人
格
責
任
」
と
し
て
の
過
）
59
（
失
と
も
矛
盾
し
な
い
。

　

右
の
理
念
を
出
発
点
と
し
て
導
出
さ
れ
る
概
念
が
「
動
機
づ
け
を
与
え
る
義
務
」
で
あ
る
。「
動
機
づ
け
」
と
は
、「
結
果
の
発
生
を
予

見
し
た
者
が
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
一
定
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
行
）
60
（
う
」
動
機
づ
け
を
意
味
す
る
。
本
見
解
に
お
け
る
結
果
回

避
義
務
は
「
犯
罪
的
結
果
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
一
定
の
作
為
・
不
作
為
を
行
う
べ
き
義
務
」
で
あ
り
、「
外
部
的
注
意
義

務
」
と
呼
称
さ
れ
）
61
（
る
。「
動
機
づ
け
を
与
え
る
べ
き
義
務
」
の
必
要
性
は
、「
結
果
の
予
見
」
要
件
に
対
す
る
問
題
意
識
に
端
を
発
す
る
。

す
な
わ
ち
「
結
果
の
予
見
と
い
う
こ
と
は
行
為
者
の
心
理
作
用
の
知
的
面
の
み
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
注
意
義
務
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
」
く
、「
行
為
者
の
情
意
の
面
」
に
も
配
）
62
（

慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。「
外
部
的
注
意
義

務
」
た
る
結
果
回
避
義
務
と
は
別
に
、
予
見
義
務
と
「
結
果
の
発
生
を
予
見
し
た
者
が
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
一
定
の
作
為
ま
た

は
不
作
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
動
機
づ
け
を
与
え
る
義
）
63
（

務
」
が
「
内
部
的
注
意
義
務
」
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
第
三
期
」
の
論
者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
予
見
義
務
」
の
「
情
操
」
的
側
面
を
補
塡
す
る
意
義
を
有
す
る
。
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右
の
よ
う
な
整
理
は
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
「
新
過
失
論
」
に
見
受
け
ら
れ
た
、
行
政
取
締
法
規
の
遵
守
を
偏
重
し
つ
つ
あ
る
傾

向
に
一
石
を
投
じ
る
見
解
で
あ
る
。
予
見
か
ら
直
ち
に
結
果
回
避
義
務
が
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
予
見
と
結
果
回
避
義
務
の
発
生
と
の
間

に
「
結
果
回
避
の
た
め
の
動
機
づ
け
を
与
え
る
義
務
」
を
介
在
さ
せ
て
い
る
点
に
は
、
現
代
の
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
や
「
情
報
収
集

義
務
」
の
議
論
の
「
出
発
点
」
と
の
共
通
項
が
存
在
す
）
64
（
る
。

六　

第
五
期
（「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
及
び
「
危
惧
感
」
の
対
立
構
造
を
め
ぐ
る

　

再
検
討
）

㈠　
「
危
惧
感
」
説
の
修
正
及
び
整
理

　

高
度
経
済
成
長
期
に
結
果
回
避
義
務
中
心
の
新
た
な
過
失
犯
論
が
通
説
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
、
予
見
義
務
が
要
件
と
し
て
不
要

と
な
る
こ
と
は
な
く
、
過
失
犯
の
注
意
義
務
は
「
結
果
予
見
義
務
と
結
果
回
避
義
務
」
の
双
方
か
ら
成
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
見
）
65
（

解
は
、

そ
の
後
も
学
界
に
お
け
る
最
も
重
要
な
一
角
を
占
め
続
け
る
。
ま
た
、「
第
四
期
」
に
お
い
て
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
危

惧
感
」
説
に
つ
い
て
は
、
戦
後
生
ま
れ
の
論
者
に
よ
っ
て
複
数
の
解
釈
な
い
し
は
修
正
が
図
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、「
予
見
可
能
性
の
結
果
回
避
義
務
関
連
性
」
に
焦
点
を
当
て
る
論
者
が
現
れ
た
。「
予
見
可
能
性
は
、
お
よ
そ
あ
る
か
な
い
か
と

い
う
形
で
そ
の
有
無
を
問
い
う
る
も
の
で
は
な
く
、
と
ら
れ
る
べ
き
結
果
回
避
措
置
と
の
関
係
で
相
対
的
に
定
め
ら
れ
」、「
結
果
回
避
義

務
と
の
相
関
関
）
66
（
係
」
が
注
目
さ
れ
た
点
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
裁
判
例
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
結
果
回
避
義

務
と
予
見
可
能
性
と
を
別
々
に
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、「
具
体
的
に
生
じ
た
あ
る
危
害
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
行

動
を
し
た
時
点
」
に
お
い
て
「
結
果
回
避
措
置
」
判
断
の
「
一
つ
の
重
要
な
資
料
」
と
し
て
予
見
可
能
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
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問
題
意
識
自
体
は
「
第
四
期
」
の
論
者
も
有
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
「
相
関
関
係
」
と
い
う
形
で
発
展
さ
せ
た
と
い
え
る
。

　

結
果
回
避
義
務
と
予
見
可
能
性
の
「
相
関
関
係
」
に
注
目
す
る
右
の
見
解
は
、「
危
惧
感
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
予
見
可
能
性
の
「
法

益
関
連
）
67
（
性
」
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
予
見
可
能
性
が
過
度
に
拡
大
し
な
い
た
め
の
上
限
の
指
針
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

予
見
の
対
象
に
関
す
る
「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
及
び
「
危
惧
感
」
に
対
す
る
理
解
も
「
第
五
期
」
に
深
め
ら
れ
、
一
連
の
森
永
ヒ
素

ミ
ル
ク
事
件
後
に
活
躍
し
た
世
代
の
論
者
に
よ
っ
て
複
数
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、「
具
体
的
予
見
可
能
性
説
は
、
予
見
の

対
象
た
る
結
果
の
抽
象
化
の
い
か
ん
、『
基
本
的
部
分
』
の
捉
え
方
い
か
ん
で
は
、
危
惧
感
説
に
接
近
す
）
68
（
る
」
と
主
張
し
、
具
体
的
予
見

可
能
性
と
危
惧
感
を
い
わ
ば
「
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
」
の
よ
う
に
連
続
し
た
概
念
と
し
て
捉
え
る
見
解
や
、「
結
果
回
避
義
務
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
被
害
の
重
大
性
に
鑑
み
そ
の
内
容
を
非
常
に
厳
格
な
も
の
、
比
喩
的
に
は
」「
一
〇
〇
点
満
点
の
も
の
と
す
る
点
で
、
新
過
失

論
と
は
ま
さ
に
逆
の
方
向
性
を
持
っ
た
理
論
」
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、「
結
果
回
避
義
務
を
課
す
前
提
と
し
て
、
具
体
的
結
果
の
予
見

可
能
性
は
不
要
で
、
行
為
に
何
ら
か
の
不
安
感
（
危
惧
感
）
が
伴
え
ば
足
り
）
69
（
る
」
と
捉
え
、
具
体
的
予
見
可
能
性
の
「
代
替
」
と
し
て
危

惧
感
を
捉
え
る
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

具
体
的
予
見
可
能
性
説
と
危
惧
感
説
と
い
う
対
立
構
造
そ
の
も
の
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
見
解
も
登
場
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「『
具
体
的
予
見
可
能
性
説
』
に
対
立
す
る
言
葉
は
『
抽
象
的
予
見
可
能
性
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
危
惧
感
』

と
い
う
言
葉
が
対
立
的
に
用
い
ら
れ
）
70
（
る
」
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
は
、「『
危
惧
感
説
』
の
中
に
結
果
回
避
措
置
と
そ

の
前
提
と
し
て
の
情
報
収
集
措
置
と
の
混
同
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
予
見
可
能
性
と
現
実
の
予
見
と
の
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
予
見
の
『
対
象
』
た
る
結
果
発
生
の
『
可
能
性
』
す
な
わ
ち
『
危
険
性
』
と
予
見
そ
の
も
の
の
『
可
能
性
』
と
の
区
別
も
十

分
で
な
い
こ
）
71
（
と
」
と
い
っ
た
複
数
の
誤
解
な
い
し
は
理
解
不
十
分
に
よ
っ
て
招
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
「『
危
惧
感
』
が
あ
る
と
き
に
要
請
さ
れ
る
情
報
収
集
措
置
は
、
結
果
回
避
措
置
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
段
階
」
で
あ
り
、「『
危

惧
感
』
↓
情
報
収
集
↓
具
体
的
予
見
と
い
う
図
）
72
（
式
」
が
予
見
可
能
性
の
構
造
の
正
し
い
理
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
通
説
と
さ
れ
て
い
る
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「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
説
も
特
定
の
仕
方
は
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
決
し
て
、
完
成
さ
れ
た
議
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
実
務
上
の

様
々
な
ケ
ー
ス
へ
の
対
応
を
通
じ
て
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
必
）
73
（

要
」
が
あ
る
と
い
う
課
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
点
も
、「
第
五
期
」
の
論
者

の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

㈡　

近
鉄
生
駒
ト
ン
ネ
ル
事
件
に
伴
う
「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
説
の
問
題
点
の
露
呈

　
「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
説
の
問
題
点
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
事
例
と
い
え
る
の
が
、
近
鉄
生
駒
ト
ン
ネ
ル
事
件
（
最
判
平
成
一
二
・
一

二
・
二
〇
判
タ
一
〇
五
一
号
二
七
四
頁
）
で
あ
る
。「
具
体
的
な
因
果
の
経
過
」
と
は
い
か
な
る
内
容
を
指
す
の
か
と
い
う
具
体
的
な
判
断
基

準
が
今
後
の
事
例
に
お
い
て
汎
用
可
能
な
形
に
て
十
分
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
事
例
は
、「
火
災
発
生
と
い
う
結
果
に

至
る
具
体
的
な
因
果
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
が
予
見
し
得
な
か
っ
た
」
も
の
の
「
被
告
人
の
知
識
と
経
験
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
結

果
の
発
生
自
体
は
、
十
分
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
」、
ト
ン
ネ
ル
内
で
の
火
災
発
生
の
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ

た
事
案
で
あ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
具
体
的
予
見
可
能
性
説
の
な
か
に
は
、
①
「
結
果
発
生
の
核
心
的
部
分
」
を
因
果
関
係
の
「
基
本
的
部
分
」
と
解
し
、
現
実

に
進
行
し
た
具
体
的
因
果
経
過
の
中
か
ら
、
そ
う
し
た
「
核
心
的
部
分
」
を
「
選
び
出
し
」
そ
の
事
実
な
い
し
部
分
に
つ
い
て
の
予
見
可

能
性
を
必
要
と
す
る
と
い
う
見
解
や
、
②
「
過
失
行
為
か
ら
結
果
発
生
に
至
る
因
果
関
係
の
大
筋
（
大
綱
）、
い
わ
ば
、
骨
格
、
い
い
か

え
る
と
、
一
般
経
験
則
に
照
ら
し
、
そ
の
過
失
行
為
か
ら
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
相
当
因
果
関
係
に

対
応
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
い
っ
た
様
々
な
も
の
が
存
在
し
、
未
だ
統
一
が
図
ら
れ
て
い
な
）
74
（
い
。

　

第
一
審
判
決
に
お
け
る
「
Ｙ
分
岐
接
続
器
に
炭
化
導
電
路
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
設
置
銅
板
の
取
付
け
の
不
備
か
ら
火
災
発
生

に
至
る
一
連
の
因
果
経
路
の
基
本
的
部
分
」
で
あ
る
と
の
判
示
を
具
体
的
予
見
可
能
性
説
、
控
訴
審
判
決
に
お
け
る
「
因
果
経
路
の
基
本

部
分
と
は
、
設
置
銅
板
の
取
付
け
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
誘
起
電
流
が
Ｙ
分
岐
接
続
器
本
体
の
半
導
電
層
部
に
流
れ
続
け
た
こ
と
」
と
、
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「
そ
れ
に
よ
り
同
部
が
発
熱
し
、
発
火
に
至
る
と
い
う
結
果
と
に
尽
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
大
筋
で
の
予
見
認
識
が
で
き

た
と
判
断
さ
れ
る
以
上
、
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
」
と
の
判
示
を
「
抽
象
的
予
見
可
能
性
」
説
と
し
、
両
者
を
区
別
す
る
立
）
75
（

場
も
存
在
す

る
。
こ
の
と
き
「
抽
象
的
予
見
可
能
性
」
説
は
結
果
に
至
る
ま
で
の
「
大
筋
」
で
の
予
見
認
識
で
足
り
る
と
す
る
点
に
お
い
て
、
前
述
の

具
体
的
予
見
可
能
性
説
の
二
つ
の
立
場
の
う
ち
、
②
と
同
様
の
思
考
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
北
大
電
気
メ
ス
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
数
々
の
裁
判
例
に
お
い
て
判
示
さ
れ
た
「
因
果
経
過
の
基
本
的
部
分
」
と
い
う
文
言
の

不
明
確
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
。「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
を
必
要
と
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
予
見
の
対
象
は
「
大
筋
」
で
足
り

る
と
す
る
考
え
方
は
、
未
必
の
故
意
を
要
求
し
な
い
過
失
犯
に
お
い
て
は
避
け
ら
れ
な
い
思
考
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
具

体
的
予
見
可
能
性
」
で
は
な
く
「
抽
象
的
予
見
可
能
性
」
で
あ
る
と
の
指
摘
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
点
は
、「
予
見
可
能

性
」
に
は
時
間
的
・
空
間
的
・
人
間
的
「
幅
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
刑
法
学
者
で
あ
れ
ば
誰
も
が
潜
在
的
に
認
識
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
単
な
る
「
危
惧
感
」
の
み
で
は
予
見
可
能
性
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
（
こ
れ
に
つ
い
て
も
誰
も
が
認
識
し
て

い
る
）
常
識
と
の
間
で
板
挟
み
と
な
り
、
最
終
的
に
「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
で
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う

「
歯
が
ゆ
さ
」
が
表
れ
て
い
る
。

七　

第
六
期
（
多
種
多
様
な
見
解
の
出
現
）

㈠　

結
果
を
基
礎
づ
け
る
「
危
険
」
に
対
す
る
問
題
意
識
の
高
ま
り

1　
「
合
義
務
的
代
替
交
態
」・「
仮
定
的
代
替
行
為
」
と
「
危
険
」

　

近
年
、「
法
は
不
可
能
を
強
い
な
い
」
と
い
う
前
提
に
立
ち
、「
行
為
者
の
行
為
を
、
合
義
務
的
な
代
替
交
態
と
置
換
し
た
う
え
で
、
仮
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定
的
な
結
果
回
避
可
能
性
を
要
求
す
る
」
と
い
う
発
想
を
重
視
す
る
見
解
が
現
れ
）
76
（
た
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、「
代
置
さ
れ
る
合
義
務
的

行
態
」
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、「
法
の
期
待
」
の
「
主
観
的
限
界
と
し
て
、
①
行
為
時
に
（
客
観
的
に
）
現
存
す
る
法
益
侵
害
の
危
険
の
可
能
性
、
②
そ
の
危

険
の
消
滅
必
要
性
の
認
識
可
能
性
、
③
そ
の
危
険
の
消
滅
可
能
性
、
と
い
う
観
点
が
、
つ
ぎ
に
、
客
観
的
な
限
界
と
し
て
、
④
そ
の
危
険

を
消
滅
さ
せ
る
必
要
性
、
⑤
危
険
消
滅
行
為
が
仮
定
的
に
刑
法
上
の
構
成
要
件
を
実
現
し
な
い
こ
と
、
と
い
う
観
）
77
（

点
」
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
と
き
「
①
〜
③
は
、
事
前
的
に
（
＝
行
為
者
ご
と
に
個
別
化
し
て
）
み
て
『
法
は
不
可
能
を
強
い
な
い
』
と
い
う
原
理
的
要
請
に
、
④

は
事
後
的
に
み
て
『
法
は
不
必
要
を
強
い
な
い
』
と
い
う
原
理
的
要
請
に
、
⑤
は
、
事
後
的
に
み
て
『
法
は
不
可
能
を
強
い
な
い
』
と
い

う
原
理
的
要
請
に
立
脚
す
）
78
（
る
」
と
い
う
思
考
に
基
づ
い
て
い
る
。
危
険
消
滅
行
為
が
こ
れ
ら
①
〜
⑤
の
条
件
を
「
一
つ
で
も
満
た
さ
な
い

と
き
、
行
為
者
に
期
待
さ
れ
る
『
結
果
回
避
の
た
め
に
適
切
な
措
置
を
と
る
べ
き
義
務
』
が
存
在
せ
ず
、
結
論
と
し
て
実
際
の
行
為
の
構

成
要
件
該
当
性
を
肯
定
で
き
な
）
79
（
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
右
の
条
件
は
、「
行
為
時
の
『
法
の
期
待
』
の
内
容
た
り
う
る
危
険
消
滅
行
為
を
規
定
で
き
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
結
果
犯

と
し
て
『
法
の
期
待
に
沿
う
べ
き
だ
っ
た
』
と
い
う
非
難
を
く
わ
え
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、「
危
険
消
滅
行
為
を
法
が
期
待
し
、

そ
の
期
待
に
沿
う
こ
と
に
よ
り
結
果
回
避
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
期
待
に
沿
わ
な
い
現
実
の
行
為
か
ら
侵
害
結
果
が
惹

起
さ
れ
る
こ
と
が
予
見
可
能
で
あ
る
こ
と
」
は
あ
く
ま
で
も
責
任
非
難
を
基
礎
づ
け
る
要
）
80
（
素
で
あ
り
、「
結
果
惹
起
の
予
見
可
能
性
は
、

『
責
任
要
素
と
し
て
の
過
失
』
と
し
）
81
（

て
」
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
結
果
そ
の
も
の
で
は
な
く
行
為
の
危
険
に
着
目
し
、「
法
の
期
待
」
に
反
す
る
行
為
の
み
を
「
構
成
要
件
に
該
当
す

る
」
行
）
82
（
為
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
結
果
の
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
は
責
任
レ
ベ
ル
で
判
断
す
る
と
い
う
建
付
け
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
予
見
可
能
性
を
構
成
要
件
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
て
い
る
点
に
意
義
が
あ
る
。
構
成
要
件
と
し
て
の
「
危
険
消
滅
行
為
」
の
判
断

を
媒
介
さ
せ
て
か
ら
責
任
レ
ベ
ル
の
予
見
可
能
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
険
を
認
識
し
て
い
れ
ば
直
ち
に
結
果
の
予
見
可
能
性
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を
認
め
る
と
い
う
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
予
見
可
能
性
を
責
任
レ
ベ
ル
で
判
断
す
る
と
い
う
、
過

失
の
性
質
に
関
す
る
伝
統
的
な
理
解
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、「
第
四
期
」
以
降
の
結
果
回
避
義
務
と
予
見
可
能
性
を
連
動
さ
せ
て
捉
え

る
見
解
を
継
承
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

過
失
犯
の
実
行
行
為
を
客
観
的
に
限
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
旧
過
失
論
の
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、「
仮
定
的
代
替
行
為
」
を
考

慮
に
容
れ
る
論
者
も
現
れ
た
。
た
と
え
ば
「
左
右
の
見
通
し
の
き
か
な
い
交
差
点
に
減
速
・
徐
行
し
な
い
ま
ま
時
速
三
〇
な
い
し
四
〇
㎞

で
進
入
し
た
と
こ
ろ
、
交
差
道
路
か
ら
赤
色
点
滅
信
号
を
無
視
し
て
制
限
速
度
を
大
幅
に
超
過
し
た
時
速
七
〇
㎞
で
進
入
し
て
き
た
」
自

動
車
と
衝
突
し
、
自
車
の
乗
客
を
死
傷
さ
せ
た
事
）
83
（

案
は
、「
時
速
一
〇
な
い
し
一
五
㎞
に
よ
る
交
差
点
へ
の
進
入
と
い
う
仮
定
的
代
替
行

為
を
前
提
と
し
た
結
果
回
避
可
能
性
を
問
題
と
し
、
こ
れ
を
具
体
的
事
実
に
即
し
て
否
定
し
た
も
）
84
（
の
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
仮

定
的
代
替
行
為
」
と
い
う
視
点
は
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
「
仮
定
的

結
果
回
避
可
能
性
」
を
意
識
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
前
述
の
「
合
義
務
的
な
代
替
交
態
」
に
着
目
す
る
見
解
と
共
通
点
を
有
す
）
85
（
る
。

2　
「
注
意
義
務
の
内
容
確
定
プ
ロ
セ
ス
」
と
「
危
険
」

　
「
合
義
務
的
代
替
交
態
」・「
仮
定
的
代
替
行
為
」
に
着
目
す
る
見
解
の
ほ
か
に
、
現
在
の
過
失
犯
論
に
疑
問
を
投
げ
か
け
新
た
な
判
断

枠
組
み
を
提
起
す
る
見
解
と
し
て
、「
注
意
義
務
の
内
容
確
定
プ
ロ
セ
ス
」
に
着
目
す
る
有
力
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
注
意
義
務
の
内
容
確

定
プ
ロ
セ
ス
」
と
は
、「
注
意
義
務
の
帰
属
主
体
根
拠
を
示
し
、
注
意
義
務
設
定
時
点
の
予
見
可
能
な
危
険
を
把
握
し
て
、
注
意
義
務
の

内
容
を
確
定
す
る
と
い
う
法
技
）
86
（

術
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
見
解
は
、「
予
見
義
務
・
結
果
回
避
義
務
と
い
う
用
語
は
回
避
し
、
公
訴
事
実

の
記
載
に
現
れ
る
注
意
義
務
の
内
容
を
問
題
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
注
意
義
務
と
い
う
用
語
を
統
一
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
）
87
（

」
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
予
見
義
務
と
結
果
回
避
義
務
の
区
別
が
ま
だ
明
確
で
は
な
か
っ
た
「
第
二
期
」
の
見
解
に
立
ち
返
っ
た
考

え
方
で
あ
る
と
い
え
る
と
と
も
に
、
予
見
可
能
性
と
結
果
回
避
義
務
を
連
動
さ
せ
て
捉
え
る
と
い
う
、「
第
四
期
」
以
降
の
過
失
犯
論
の
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系
譜
と
は
、
形
式
的
に
は
異
な
っ
た
見
解
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
「
注
意
義
務
の
前
提
」
と
し
て
、「
注
意
義
務
設
定
時
点
の
危
険
の
内
実
」
に
加
え
て
「
当
該
危
険
に
対
す
る
予
見
可
能

性
」
を
考
慮
に
入
れ
て
お
）
88
（
り
、「
予
見
可
能
性
」
要
件
を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
第
四

期
」・「
第
五
期
」
に
お
い
て
「
予
見
可
能
性
」
と
「
結
果
回
避
義
務
」
の
連
動
が
着
目
さ
れ
た
の
に
対
し
、
こ
の
見
解
は
、「
結
果
回
避

義
務
」
要
件
の
中
で
比
例
性
を
検
討
す
る
見
解
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
と
、「
第
四
期
」
以
降
の
見
解

と
本
見
解
は
、
い
わ
ば
議
論
の
「
戦
場
」
が
異
な
る
も
の
の
、
比
例
性
に
着
目
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
通
点
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

本
見
解
は
、
被
告
人
の
行
為
の
危
険
に
着
目
す
る
点
に
お
い
て
、「
第
三
期
」
に
お
け
る
「
実
質
的
で
許
さ
れ
な
い
危
険
」
を
重
視
す

る
見
解
と
の
共
通
点
が
あ
る
と
と
も
に
、「
帰
属
主
体
根
拠
」
や
「
危
険
防
止
措
置
」
の
内
実
を
詳
細
に
検
討
す
る
点
に
お
い
て
伝
統
的

な
過
失
認
定
の
方
法
を
発
展
さ
せ
た
と
評
価
で
き
る
。
も
っ
と
も
「
危
険
比
例
性
」
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
危
険
を
回
避

で
き
る
措
置
が
存
在
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
回
避
コ
ス
ト
が
高
い
こ
と
を
理
由
に
、
敢
え
て
当
該
措
置
よ
り
も
軽
度
の
危
険
防
止
措
置
を

選
択
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
的
な
判
断
枠
組
み
に
組
み
込
む
べ
き
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
例
外
的
な
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

3　

福
知
山
線
脱
線
事
故
と
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」

　

結
果
を
基
礎
づ
け
る
「
危
険
」
に
対
す
る
問
題
意
識
が
学
説
に
お
い
て
最
も
高
ま
り
を
見
せ
る
契
機
を
提
供
し
た
事
例
と
い
え
る
の
が
、

福
知
山
線
脱
線
事
故
（
最
決
平
成
二
九
・
六
・
一
二 

刑
集
七
一
巻
五
号
三
一
五
頁
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
従
来
の
予
見
可
能
性
論
が
不
十

分
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
出
発
点
を
有
す
る
「
危
険
の
予
見
可
能
性
と
い
う
思
考
は
注
意
義
務
の
内
容
確
定
基
準
の
不
明
確
さ
と
い
う
問

題
点
を
明
ら
か
に
し
、
従
来
の
過
失
犯
論
に
反
省
を
迫
る
」
も
の
で
あ
り
、「
福
知
山
線
事
故
は
、
予
見
可
能
性
と
い
う
過
失
犯
の
伝
統

的
な
要
件
に
つ
い
て
、
危
険
に
対
す
る
も
の
な
の
か
、
結
果
に
対
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
を
投
げ
か
）
89
（
け
」
て
い
る
と
の
指
摘
が
存
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在
す
る
。
具
体
的
に
は
、
被
告
人
の
過
失
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
の
う
ち
、「
組
織
内
に
お
い
て
、
本
件
曲
線
に
お
け
る
脱
線
転
覆

事
故
発
生
の
危
険
性
が
他
の
曲
線
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
高
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
事
）
90
（

情
」（
以
下
、「
本
件
曲
線
の
個
別
事
情
」）
の
検
討
が
、

「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
の
議
論
と
の
関
連
性
を
有
す
る
。

　

結
果
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
結
果
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
「
危
険
」
を
念
頭
に
置
く
思
考
自
体
は
、「
第
二
期
」
の
論
者
に
よ
っ

て
も
「
過
失
犯
の
処
罰
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
社
会
秩
序
の
上
で
一
般
的
に
許
容
さ
れ
な
が
ら
も
、
個
人
の
身
体
の
安
全
、
さ
て
は
生

命
ま
で
も
害
す
る
可
能
性
を
包
蔵
す
る
種
々
の
活
動
に
由
来
す
る
危
険
に
よ
）
91
（
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伝
統
的
に
意
識
さ
れ
て

い
た
着
眼
点
で
あ
る
。
結
果
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
行
為
の
「
危
険
」
に
着
目
す
る
と
い
う
視
点
は
、
そ
の
後
「
第
三
期
」
に
お
い
て

「
実
質
的
に
許
さ
れ
な
い
危
険
」
を
重
視
す
る
見
解
に
発
展
を
遂
げ
た
も
の
の
、
結
果
回
避
義
務
を
重
視
す
る
同
時
代
の
多
数
派
と
は
性

質
を
異
に
し
て
い
た
た
め
、
通
説
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
福
知
山
線
脱
線
事
故
を
契
機
と
し
て
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
が
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
本

事
例
の
性
質
に
理
由
が
存
在
す
る
。
本
事
例
の
結
論
と
し
て
は
、「
一
般
に
転
覆
危
険
率
を
用
い
た
危
険
性
の
判
別
が
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
本
件
事
故
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
、
被
告
人
ら
に
転
覆
危
険
率
を
前
提
と
し
た
本
件
曲
線
の
危
険
性
の
認
識
可
能
性
を
問
う
の

は
困
）
92
（

難
」
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
「
当
該
曲
線
が
特
に
曲
線
の
危
険
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
定
弁
護
士
が
主
張
し
た
」

こ
と
に
着
目
し
危
険
を
「
予
見
の
対
象
」
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
行
為
者
が
対
処
す
べ
き
危
険
の
実
態
を
明
ら
か
）
93
（
に
」
し
結
論
を

変
容
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈡　

予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
概
念
と
し
て
の
「
情
報
収
集
義
務
」

1　
「
情
報
収
集
義
務
」
の
学
説
上
の
発
展　

　

危
惧
感
説
に
対
す
る
批
判
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
過
失
論
」
か
ら
は
、「
予
見
可
能
性
は
過
失
犯
の
違
法
の
中
核
を
な
す
法
益
侵
害
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を
行
為
者
に
帰
属
さ
せ
る
に
足
り
る
だ
け
の
具
体
的
な
内
実
が
求
め
ら
れ
）
94
（
る
」
と
い
う
批
判
が
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、「
第
五
期
」
に
て
前
述
の
よ
う
に
「
法
益
関
連
性
」
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
見
可
能
性
の
広
が

り
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、「
違
法
の
中
核
を
な
す
法
益
侵
害
を
行
為
者
に
帰
属
さ
せ
る
に
足
り
る
だ
け
の
」
十
分
な
応
答

と
は
い
え
な
い
。「
具
体
的
な
内
実
」
を
体
系
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
学
説
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
結
果
回
避
義
務
を
前
提
と
す

る
危
惧
感
説
と
、
予
見
義
務
を
前
提
と
す
る
旧
過
失
論
が
止
揚
す
る
契
機
を
与
え
う
る
の
が
、「
情
報
収
集
義
務
」
で
あ
る
。
情
報
収
集

義
務
は
、「
結
果
の
予
見
可
能
性
を
前
提
と
し
て
結
果
回
避
義
務
を
認
め
る
と
い
う
定
式
」
か
ら
す
る
と
、「
理
解
困
難
で
あ
る
」
と
の
批

判
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。「
情
報
収
集
義
務
を
履
行
し
て
初
め
て
結
果
の
予
見
可
能
性
が
生
じ
）
95
（

る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
情
報
収
集
義
務
を
媒
介
と
し
て
強
引
に
結
果
回
避
義
務
を
要
請
す
る
こ
と
は
、
批
判

の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
「
危
惧
感
」
説
に
近
接
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
現
在
盛
ん
に
議
論
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
結
果
回
避
義
務

で
は
な
く
、「
予
見
可
能
性
」
を
基
礎
づ
け
る
概
念
と
し
て
の
「
情
報
収
集
義
務
」
で
あ
る
。
現
実
に
発
生
す
る
「
結
果
」
そ
の
も
の
を

寸
分
の
狂
い
も
な
く
予
見
す
る
こ
と
は
、
過
失
の
認
定
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
求
め
ら
れ
て
お
ら
）
96
（

ず
、
一
定
の
「
幅
」
の
あ
る
予
見
可
能

性
を
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。「
因
果
経
過
の
基
本
的
部
分
」
と
い
う
文
言
に
は
そ
の
よ
う
な
「
幅
」
が
表
現
さ
れ
て
い
）
97
（
る
か
ら
こ
そ
、

そ
の
内
実
を
精
密
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、「
予
見
可
能
性
」
を
基
礎
づ
け
る
、
い
わ
ば
「
予
見
可
能
性
」
の
前
提
と
し
て
の
「
情
報
収

集
義
務
」
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
の
結
論
自
体
を
支
持
す
る
論
者
は
多
い
も
の
の
、
そ
の
論
理
構
成
の
大
き
な
柱
の
一
つ
で
あ

る
「
危
惧
感
」
説
に
対
す
る
批
判
が
存
在
す
る
。「
予
見
可
能
性
」
の
前
提
と
し
て
の
「
情
報
収
集
義
務
」
は
、
こ
の
い
わ
ば
「
ち
ぐ
は

ぐ
」
な
状
態
を
解
消
さ
せ
る
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
危
惧
感
」
そ
の
も
の
が
受
け
入
れ
難
い
概
念
な
の
で
は
な
く
、「
危

惧
感
」
を
も
と
に
直
ち
に
結
果
回
避
措
置
を
要
求
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
問
題
が
あ
る
。
正
し
く
は
①
「
危
惧
感
」
を
も
と
に
、
②
情

報
収
集
に
努
め
る
こ
と
で
、
③
「
具
体
的
予
見
」
に
到
）
98
（
達
す
る
と
整
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
危
惧
感
」
は
情
報
収
集
の
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契
機
、
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

実
際
に
、「
予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
情
報
収
集
義
務
」
は
学
界
か
ら
一
定
の
支
持
を
獲
得
し
始
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「『
危
惧

感
』
を
、
意
思
の
集
中
や
調
査
・
検
討
に
よ
っ
て
到
達
す
べ
き
予
見
の
内
容
と
し
て
で
は
な
く
、
結
果
の
具
体
的
な
予
見
に
到
達
す
る
た

め
の
『
契
機
』
な
い
し
『
警
告
表
象
』
と
し
て
理
解
」
し
た
う
え
で
、「
危
惧
感
を
『
到
達
点
』
で
は
な
く
『
出
発
点
』
と
み
る
な
ら
ば
、

危
惧
感
説
と
具
体
的
予
見
可
能
性
説
と
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
」
く
、「
危
惧
感
を
抱
い
た
者
に
は
、
結
果
の
予
見
に
到
達
す
る
可
能

性
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
払
拭
せ
ず
に
行
為
に
出
た
限
り
で
結
果
の
具
体
的
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
）
99
（
る
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

そ
の
具
体
例
と
し
て
、「
前
方
注
視
義
務
」
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
）
100
（

る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
予
見
可
能
性
を
認
め
る
た
め
の
情
報
収

集
義
務
が
一
定
の
説
得
力
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

旧
過
失
論
の
再
構
成
と
し
て
の
「
情
報
収
集
義
務
」
を
展
開
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
情
報
収
集
義
務
「
に
違
反
し
て
結

果
予
見
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
、
行
為
者
に
は
予
見
義
務
違
反
（
過
失
）
が
あ
っ
た
と
す
る
の
が
従
来
の
旧
過
失
論
」
で
あ
る
と
し
た
う

え
で
、
①
「
結
果
の
予
見
可
能
性
」、
②
「
結
果
回
避
措
置
の
必
要
性
の
予
見
可
能
性
」、
③
右
の
①
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
前
提
条
件
と

し
て
の
「
情
報
収
集
措
置
の
必
要
性
の
予
見
可
能
）
101
（
性
」
が
過
失
犯
の
要
件
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
三
要
件
の
う
ち
、
と
り
わ
け
①

に
つ
い
て
は
、
最
終
結
果
へ
と
必
然
的
に
至
る
途
中
経
過
で
あ
る
「
中
間
項
」
に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
危
惧
感
」
か
ら
「
具
体
的
予
見
」
に
至
る
ま
で
の
「
幅
」
が
補
塡
さ
れ
る
と
い
う
理
論
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
後
部
荷
台
同
乗
事
件
（
最
決
平
成
元
・
三
・
一
四
刑
集
四
三
巻
三
号
二
六
二
頁
）
に
お
い
て
は
、「
中
間
項
（
被
害
者

の
同
乗
）
に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
最
終
結
果
（
被
害
者
の
死
亡
）
の
予
見
可
能
性
」（
①
）
も
あ
り
、
こ
こ
で
「
発
車
前
に
後

部
荷
台
を
再
度
確
認
し
に
行
く
義
務
」
が
「
情
報
収
集
義
務
」
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
情
報
収
集
措
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
行
為

者
が
何
か
の
警
告
的
事
実
（
例
え
ば
後
部
荷
台
に
物
音
や
揺
れ
を
感
じ
た
な
ど
）
を
契
機
に
、
状
況
確
認
の
必
要
性
を
認
識
で
き
た
場
合
」

（
③
を
満
た
す
場
合
）
に
限
ら
れ
る
。
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作
為
義
務
と
注
意
義
務
の
相
違
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、「
予
見
可
能
性
（
情
報
収
集
義
務
）
と
し
て
の
注
意
義
務
」
を
論
ず
る
見
解
も

現
れ
た
。
予
見
可
能
性
を
注
意
義
務
と
し
て
捉
え
る
伝
統
的
な
見
解
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
予
見
可
能
性
は
必
ず
し
も
「
純
粋
な
内
心
の

は
た
ら
き
の
み
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
」
く
、「
情
報
収
集
に
か
か
る
一
定
の
外
部
的
行
為
を
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
法

の
予
見
に
到
達
す
）
102
（

る
」
場
面
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
「
情
報
収
集
に
か
か
る
一
定
の
外
部
的
行
為
」
に
着
目
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
三
菱
タ
イ
ヤ
脱
落
事
故
（
最
判
平
成
二
四
・
二
・
八
判
タ
一
三
七
三
号
九
〇
頁
）
と
は
異
な
り
「
事
故
情
報
だ
け
か
ら
で
は
、
た

だ
ち
に
人
身
事
故
の
具
体
的
な
予
見
を
得
ら
れ
な
い
」
場
合
で
あ
っ
て
も
予
見
可
能
性
を
肯
定
し
得
）
103
（
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
一
定
の
外
部
的
行
為
」
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
予
見
可
能
性
の
広
が
り
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、「
情
報
収
集
義
務
と
い
う
発
想
は
、
何
を
す
る
に
も
あ
ら
か
じ
め
す
べ
て
調
べ
て
お
け
、
と
い
う
過
度
の
要
求
と
結
び
つ
き
、
危

惧
感
説
に
至
る
」
と
の
想
定
さ
れ
る
批
）
104
（

判
に
対
し
、「
精
密
な
調
査
が
膨
大
な
負
担
を
と
も
な
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
が
そ
こ
ま
で
の

『
慎
重
さ
』
を
求
め
ら
れ
な
）
105
（
い
」
と
い
う
応
答
が
示
さ
れ
て
い
る
。
情
報
収
集
義
務
は
行
為
者
に
対
す
る
過
度
の
要
求
で
は
な
く
、
む
し

ろ
予
見
可
能
性
の
範
囲
の
絞
り
込
み
に
資
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
結
果
回
避
義
務
の
前
提
と
な
る
「
二
次
的
な
義
）
106
（
務
」
と
し
て
の
情
報
収
集
義
務
を
発
展
さ
せ
る
見
解
も
現
れ
た
。
こ
の
見
解

は
、「
個
々
人
の
注
意
は
と
り
わ
け
警
告
要
因
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
反
応
の
契
機
を
与
え
う
る
情
報
が
知
覚
を
刺
激

す
る
」
と
い
う
ド
イ
ツ
の
デ
ュ
ト
ゲ
の
見
解
に
対
し
て
、
予
見
可
能
性
の
内
実
の
具
体
化
に
資
す
）
107
（
る
意
義
を
見
出
し
た
う
え
で
、「
デ
ュ

ト
ゲ
の
述
べ
る
契
機
に
は
至
ら
な
い
、
よ
り
抽
象
的
な
危
険
事
情
の
認
識
に
と
ど
ま
る
場
）
108
（
合
」
で
あ
っ
て
も
、「
契
機
の
認
識
」
に
至
ら

な
か
っ
た
原
因
が
、
自
動
車
を
漫
然
と
運
転
し
て
赤
信
号
を
看
過
し
た
（
前
方
注
視
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
）
場
合
の
よ
う
に
、
行
為
者

の
帰
責
性
に
あ
る
場
合
に
は
、「
具
体
的
に
予
見
可
能
」
で
あ
っ
）
109
（
た
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
も
、
情
報
収
集
義
務
を
結
果
回
避

義
務
と
同
視
せ
ず
「
二
次
的
な
」
義
務
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
点
に
お
い
て
、
近
年
の
情
報
収
集
義
務
の
展
開
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。
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2　

福
島
第
一
原
発
事
故
強
制
起
訴
事
件
・
福
知
山
線
脱
線
事
故
と
「
情
報
収
集
義
務
」

　

前
節
に
て
取
り
上
げ
た
福
知
山
線
脱
線
事
故
は
、「
情
報
収
集
義
務
」
と
の
関
連
に
お
い
て
も
重
要
な
事
例
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

被
告
人
に
過
失
が
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
、
被
告
人
ら
代
表
取
締
役
に
お
い
て
Ａ
Ｔ
Ｓ
整
備
の
「
判
断
の
前
提
と
な
る

個
別
の
曲
線
の
危
険
性
に
関
す
る
情
報
に
接
す
る
機
会
は
乏
し
か
っ
た
」
と
い
う
点
が
「
情
報
収
集
義
務
」
と
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
一
定
の
契
機
の
下
で
社
会
通
念
上
情
報
収
集
が
要
請
さ
れ
、
か
つ
容
易
に
収
集
で
き
る
具
体
的
事
実
」「
も
予
見
可
能
性
判
断
の
基

準
と
な
る
」
と
い
う
指
定
弁
護
士
の
主
張
が
、「
情
報
収
集
義
務
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
）
110
（
る
。
前
節
に
て
言
及

し
た
「
本
件
曲
線
の
個
別
事
情
」
に
関
す
る
「
情
報
に
接
す
る
機
会
」
の
乏
し
い
状
況
が
発
生
し
た
責
任
が
「
被
告
人
ら
取
締
役
」
に
存

在
す
る
場
合
、
前
節
の
「
本
件
曲
線
の
個
別
事
情
」
が
う
か
が
わ
れ
な
い
と
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
「
一
定
の
契
機
の
下
で
社
会
通
念
上
情
報
収
集
が
要
請
さ
れ
」
れ
ば
直
ち
に
情
報
収
集
義
務
が
認
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

過
失
認
定
の
材
料
と
な
り
得
る
た
め
に
は
社
会
的
「
要
請
」
に
加
え
て
、
当
該
義
務
履
行
の
「
容
易
」
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
「
条

件
」
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
報
収
集
義
務
の
内
実
ひ
い
て
は
「
予
見
可
能
性
」
の
判
断
枠
組
み
の
精
緻
化
を
図
り
つ
つ
、
責

任
主
義
に
反
す
る
と
い
う
批
判
を
避
け
る
た
め
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　

福
知
山
線
脱
線
事
故
と
同
様
に
、「
情
報
収
集
義
務
」
と
の
関
連
に
お
い
て
重
要
な
事
例
と
い
え
る
の
が
、
福
島
第
一
原
発
事
故
強
制

起
訴
事
件
（
東
京
地
裁
令
和
元
・
九
・
一
九
判
時
二
四
三
一
・
二
四
三
二
号
合
併
号
五
）
111
（

頁
）
で
あ
る
。
本
事
例
に
お
い
て
特
徴
的
な
部
分
は
、
津

波
発
生
に
関
す
る
「
長
期
評
）
112
（
価
」
の
位
置
づ
け
が
主
要
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
）
113
（
た
こ
と
で
あ
る
。
本
事
例
に
お
い
て
は
、「
第
8
」
の

「
三　

予
見
可
能
性
の
存
否
」
に
お
い
て
「
被
告
人
ら
が
、
一
定
の
情
報
収
集
義
務
（
情
報
補
充
義
務
）
を
尽
く
し
て
い
れ
ば
、
一
〇
ｍ
盤

を
超
え
る
津
波
の
襲
来
は
予
見
可
能
で
あ
っ
た
旨
」
の
主
張
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、「『
長
期
評
価
』
の
見
解
は
、
平
成
二
三
年
三
月
初

旬
ま
で
の
時
点
に
お
い
て
は
客
観
的
に
み
て
そ
の
信
頼
性
に
疑
義
が
あ
り
」、「
被
告
人
ら
が
更
な
る
情
報
の
収
集
又
は
補
充
を
行
っ
て
い

た
と
し
て
も
」、「
信
頼
性
、
具
体
性
の
あ
る
根
拠
が
あ
る
と
の
認
識
を
有
す
る
に
至
る
よ
う
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
認
め
ら
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れ
な
い
」（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
と
判
示
さ
れ
、
情
報
収
集
義
務
は
否
定
さ
れ
た
。

　

本
事
例
は
、
予
見
可
能
性
の
検
討
が
判
決
文
の
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
長
期
評
価
」
に
関
す
る
検
討
が
「
予

見
可
能
性
」
の
項
目
に
属
し
て
い
な
）
114
（
い
と
い
う
独
特
の
論
理
展
開
と
な
っ
て
い
た
。「
三　

予
見
可
能
性
の
存
否
」
に
お
い
て
「
情
報
収

集
義
務
」
の
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
情
報
収
集
義
務
」
が
「
結
果
回
避
義
務
」
で
は
な
く
「
予
見
可
能
性
」
の
考
慮
要
素
と
し
て
の

概
念
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
は
、
近
年
の
学
説
の
動
向
が
実
務
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
「
長
期
評
価
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
予
見
前
段
階
に
お
け
る
情
報
収
集
を
は
じ
め
と
す
る
努
力
を
怠
っ
た

か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
情
報
収
集
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
更
な
る
検
討
の
余
地
を
有
す
る
。
具
体
的
に
は
、

「
第
6
」
の
「
7　

公
表
前
後
の
経
緯
」
に
お
い
て
「
内
閣
府
の
担
当
者
は
、
平
成
一
四
年
七
月
、
公
表
予
定
の
『
長
期
評
価
』
の
内
容

を
知
り
」、「
防
災
対
策
を
考
え
る
に
当
た
り
、
こ
う
し
た
確
固
と
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
多
大
な
投
資
を
す
べ
き
か
否
か
等
に
つ

い
て
は
慎
重
な
議
論
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
」（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
し
た
と
い
う
注
目
す
べ
き
事
実
が
存
在
す
る
。
内
閣
府
の

担
当
者
が
公
表
予
定
の
「
長
期
評
価
」
の
内
容
を
知
っ
た
「
平
成
一
四
年
七
月
」
か
ら
「
平
成
二
三
年
三
月
初
旬
」
ま
で
の
期
）
115
（

間
に
注
目

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
長
期
評
価
」
を
認
識
し
た
後
の
情
報
収
集
が
当
時
の
「
科
学
的
、
専
門
的
知
見
」
に
照
ら
し
て
十
分
に
な
さ
れ

た
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
概
念
と
し
て
の
情
報
収
集
義
務
は
、
①
「
長
期
評
価
」
を
認
識
し
た
時
点
・
②
「
事
故
発
生
」
の
時
点

（
平
成
二
三
年
三
月
初
旬
）・
③
事
故
後
の
「
調
査
」
の
時
点
の
明
確
な
区
別
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
決
に
際
し
て
実
行
さ
れ
た
「
結
果

回
避
の
た
め
の
防
護
措
置
」
の
「
絞
り
込
み
」
に
も
影
響
を
与
え
得
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
津
波
被
害
を
回
避
す
る
た
め
の
「
防
護
措

置
」
と
し
て
、「　
こ
れ
ら
全
て
の
措
置
を
講
じ
る
ま
で
は
運
転
停
止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
」
以
外
の
論
）
116
（
点
は
一
蹴
さ
れ
た
。
し
か
し
、

右
①
〜
③
の
「
時
点
」
の
差
異
を
区
別
し
、「
第
五
期
」
に
て
確
認
さ
れ
た
「
危
惧
感
」・「
情
報
収
集
」・「
具
体
的
予
見
」
の
三
段
階
の

差
異
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に　
〜　
の
論
点
に
も
注
目
が
向
け
ら
れ
、
結
論
が
変
容
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

〔5〕

〔1〕

〔4〕



「危険の予見可能性」及び「情報収集義務」概念登場に至る過失犯論史の探究

365

　

以
上
よ
り
、
情
報
収
集
義
務
の
発
展
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
要
件
と
し
て
の
再
構
成
が
開
始

さ
れ
た
点
で
あ
る
。
危
惧
感
説
は
具
体
的
予
見
可
能
性
説
の
対
立
項
と
し
て
し
ば
し
ば
扱
わ
れ
、
そ
の
こ
と
が
責
任
主
義
違
背
を
は
じ
め

と
す
る
批
判
の
的
と
な
る
所
以
と
な
っ
て
き
た
。
予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
概
念
と
し
て
の
「
情
報
収
集
義
務
」
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
り
、
両
学
説
は
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
危
惧
感
」
を
契
機
と
し
て
適
切
な
注
意
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
よ
り
初
め
て

「
具
体
的
予
見
」
に
至
る
と
い
う
、
行
為
者
の
予
見
の
流
れ
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
実
務
に
お
け
る
「
予
見
可
能

性
」
要
件
検
討
の
精
緻
化
に
資
す
る
と
と
も
に
、「
第
四
期
」
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
「
新
過
失
論
の
一
種
」
と
し
て
の
「
危
惧
感
」
説

の
系
譜
と
整
合
性
の
と
れ
た
展
開
で
あ
る
と
い
え
る
。

八　

お
わ
り
に

　

最
先
端
科
学
技
術
の
導
入
に
伴
う
過
失
犯
事
例
の
更
な
る
高
度
化
に
備
え
る
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
及

び
「
情
報
収
集
義
務
」
登
場
に
至
る
ま
で
の
過
失
犯
論
の
理
論
的
側
面
の
変
遷
及
び
発
展
に
焦
点
を
絞
り
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。

　
「
第
一
期
」
に
お
い
て
は
、
明
治
一
五
年
施
行
刑
法
の
過
失
殺
の
規
定
に
お
け
る
「
疎
虞
」
や
「
懈
怠
」
は
、
過
失
に
は
複
数
の
段
階

を
有
す
る
こ
と
を
示
す
概
念
で
あ
り
、
過
失
犯
の
判
断
基
準
の
精
緻
化
と
い
う
現
代
の
過
失
犯
論
に
求
め
ら
れ
て
い
る
課
題
に
対
し
て
も

示
唆
的
な
議
論
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
「
第
二
期
」
で
は
、
結
果
の
み
な
ら
ず
「
行
爲
ト
結
果
ト
ノ
關
係
」
に
着
目
す
る
見
解
や
、「
反
対
行
為
義
務
」
と
い
っ
た
、
現
代
の

「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
及
び
「
情
報
収
集
義
務
」
の
「
原
石
」
と
も
い
え
る
理
論
が
既
に
存
在
し
た
こ
と
や
、「
注
意
義
務
」
概
念
登
場

時
の
問
題
意
識
を
概
観
し
た
。

　
「
第
三
期
」
は
、「
結
果
回
避
義
務
」
が
過
失
犯
論
に
お
け
る
主
要
な
論
点
と
し
て
確
立
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
議
論
に
お
い
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て
留
意
す
べ
き
点
は
、「
用
心
深
い
態
度
」
と
い
う
考
え
方
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
結
果
回
避
義
務
中
心
の
見
解
と
は
い
え
、
決
し
て

予
見
義
務
を
軽
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
世
代
に
お
い
て
は
、
注
意
義
務
は
予
見
義
務
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、「
実
質
的
に
許
さ
れ
な
い
危
険
」
を
考
慮
す
る
見
解
が
現
れ
た
。
こ
の
見
解
と
「
結
果
回
避
義
務
」
を
重
視
す

る
見
解
は
、
理
論
構
成
は
異
な
る
も
の
の
、
予
見
義
務
中
心
の
過
失
犯
を
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
共
通
の
問
題
意
識
を
議
論
の
出
発

点
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。「
実
質
的
に
許
さ
れ
な
い
危
険
」
を
考
慮
す
る
見
解
は
、
結
果
そ
の
も
の
に
対
す
る
予
見
で
は
な
く
、
結
果

発
生
前
の
段
階
に
お
け
る
、
行
為
者
の
創
出
し
た
危
険
に
過
失
処
罰
の
根
拠
を
求
め
る
点
に
お
い
て
、
近
年
の
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」

概
念
と
も
強
く
関
連
し
て
い
る
。

　
「
第
四
期
」
に
お
い
て
は
、「
予
見
可
能
性
」
要
件
に
関
す
る
「
新
た
な
」
学
説
が
実
務
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
森
永
ヒ

素
ミ
ル
ク
事
件
を
取
り
上
げ
た
。
部
分
的
に
修
正
な
い
し
は
補
足
が
求
め
ら
れ
る
も
の
の
、「
危
惧
感
」
説
の
採
用
や
「
監
督
過
失
」、
予

見
可
能
性
消
極
的
要
件
と
し
て
の
「
信
頼
の
原
則
」
と
い
っ
た
、
そ
の
後
の
「
予
見
可
能
性
」
の
判
断
枠
組
み
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え

る
理
論
の
嚆
矢
が
見
ら
れ
、
過
失
犯
論
史
に
お
け
る
転
換
期
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
も
っ
と
も
本
事
件
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
藤
木
英

雄
の
見
解
も
、
危
惧
感
か
ら
直
ち
に
過
失
が
導
出
さ
れ
る
と
い
っ
た
粗
雑
な
議
論
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
結
果
回
避
義
務
の
存
在
を
前

提
と
し
て
い
た
と
い
う
点
に
注
意
を
要
す
る
。
ま
た
「
第
四
期
」
の
論
者
の
「
予
見
可
能
性
」
要
件
修
正
に
対
す
る
問
題
意
識
は
、「
予

見
」
と
「
結
果
回
避
義
務
」
の
媒
介
概
念
と
し
て
の
「
動
機
づ
け
を
与
え
る
義
務
」
の
提
唱
に
も
表
れ
て
い
る
。

　
「
第
五
期
」
は
、
戦
後
生
ま
れ
の
論
者
に
よ
っ
て
、
予
見
の
対
象
に
関
す
る
「
具
体
的
予
見
可
能
性
」
及
び
「
危
惧
感
」
に
対
す
る
複

数
の
解
釈
が
示
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。「
危
惧
感
」
説
を
前
提
と
す
る
も
、
結
果
回
避
義
務
と
予
見
可
能
性
の
「
相
関
関
係
」
に
注
目
し
、

「
法
益
関
連
性
」
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
で
予
見
可
能
性
の
過
度
の
広
が
り
を
抑
え
る
見
解
や
、
①
「
危
惧
感
」
を
も
と
に
、
②
情
報
収

集
に
努
め
る
こ
と
で
、
③
「
具
体
的
予
見
」
に
到
達
す
る
と
い
う
整
理
は
、
危
惧
感
説
に
対
す
る
修
正
を
図
っ
た
点
に
お
い
て
重
要
な
意

義
を
有
す
る
。
も
っ
と
も
、
近
鉄
生
駒
ト
ン
ネ
ル
事
件
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
因
果
経
過
の
基
本
的
部
分
」
と
い
う
文
言
の
不
明
確
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さ
が
浮
き
彫
り
と
な
り
、「
予
見
可
能
性
」
要
件
の
課
題
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

　
「
第
六
期
」
は
、
従
来
の
「
予
見
可
能
性
」
要
件
ひ
い
て
は
過
失
犯
論
の
判
断
枠
組
み
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
意

識
か
ら
、
多
種
多
様
な
見
解
が
登
場
し
た
時
期
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
合
義
務
的
な
代
替
交
態
」・「
仮
定
的
代
替
行
為
」
に
着
目
す
る
見
解
や
「
注
意
義
務
の
内
容
確
定
プ
ロ
セ
ス
」
に
着
目
す
る

見
解
は
、
結
果
発
生
前
の
段
階
に
お
け
る
行
為
者
の
創
出
し
た
「
危
険
」
に
注
目
す
る
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
結
果
の
予
見
可
能

性
」
概
念
に
修
正
を
図
ろ
う
と
す
る
近
年
の
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
概
念
と
問
題
意
識
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
「
予

見
可
能
性
」
要
件
に
新
た
な
一
石
を
投
じ
る
と
と
も
に
、
福
知
山
線
脱
線
事
故
の
発
生
も
相
俟
っ
て
、「
危
険
」
に
対
す
る
問
題
意
識
は

さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
。

　

右
の
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
と
同
じ
く
、「
情
報
収
集
義
務
」
概
念
も
、
過
失
犯
論
に
お
い
て
今
後
更
な
る
進
展
が
期
待
さ
れ
る
有

用
な
理
論
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
デ
ュ
ト
ゲ
の
学
説
に
根
拠
を
求
め
る
見
解
も
存
在
す
る
が
、
日
本
の
過
失
犯
論
の
系
譜
と
も
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な
く
、
原
石
と
も
い
え
る
理
論
は
「
第
二
期
」（
昭
和
初
期
）
に
は
既
に
存
在
し
、
む
し
ろ
発
展
を
遂
げ
る
べ
く
し
て
遂
げ
て
き

た
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
近
年
、
結
果
回
避
義
務
と
し
て
で
は
な
く
予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
情
報
収
集
義
務

と
し
て
議
論
さ
れ
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
報
収
集
の
懈
怠
を
直
ち
に
過
失
に
結
び
つ
け
る
結
果
回
避
義
務
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
予
見
可
能
性
の
具
体
的
な
判
断
基
準
と
し
て
、
市
民
権
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

科
学
技
術
の
発
展
に
伴
う
事
例
の
複
雑
化
に
よ
り
、
行
為
か
ら
結
果
に
至
る
ま
で
の
「
時
間
」
的
・「
空
間
」
的
・「
人
間
」
的
「
幅
」

が
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
「
幅
」
の
拡
大
に
よ
る
「
予
見
可
能
性
」
要
件
の
不
完
全
性
は
、
福
島
第
一
原
発
強
制
起
訴
事
件
に
お
け
る

「
長
期
評
価
」
の
位
置
づ
け
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
予
見
「
可
能
性
」
と
い
う
語
感
自
体
が
、

語
弊
を
招
く
危
険
性
が
あ
る
。
過
失
犯
論
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
結
果
を
完
全
な
形
で
認
識
す
る
こ
と
は
常
に
「
不
可
能
」
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
か
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
予
見
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
」
と
い
う
点
に
議
論
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の
中
心
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
予
見
義
務
の
判
断
枠
組
み
の
精
緻
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。「
情
報
収
集
義

務
」
及
び
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
は
、
予
見
義
務
の
範
囲
を
確
定
す
る
指
針
の
一
つ
と
な
る
点
、
す
な
わ
ち
予
見
可
能
性
の
過
度
の
広

が
り
を
抑
え
る
こ
と
に
資
す
る
点
に
お
い
て
、
冒
頭
に
て
示
し
た
過
失
犯
論
の
判
断
枠
組
み
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
と
な
り
得
る
。

　

も
っ
と
も
冒
頭
に
て
前
述
の
よ
う
に
過
失
犯
論
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
た
め
、
本
論
文
に
て
論
じ
た
内
容
は
過
失
犯
論
の
全
体
像
の
ほ

ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
紙
面
の
都
合
上
本
論
文
で
は
扱
え
な
か
っ
た
、
故
意
と
過
失
の
分
水
嶺
を
含
め
た
過
失
犯
論
史
の
更
な
る
描
写

や
、
ド
イ
ツ
法
の
過
失
殺
・
英
米
法
の
刑
事
過
失
と
の
比
較
を
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ムJPM

JSP2123

の
支
援
を
受
け
た
も
の
で
す
。

（
1
）  

札
幌
高
裁
昭
和
五
一
・
三
・
一
八
判
タ
三
三
六
号
一
七
二
頁
（
北
大
電
気
メ
ス
事
件
）
な
ど
。

（
2
）  

と
り
わ
け
「
時
間
」
的
「
幅
」
に
つ
い
て
は
、
松
宮
孝
明
『
先
端
刑
法
総
論

―
現
代
刑
法
の
理
論
と
実
務
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
九
）

一
四
〇
頁
に
お
い
て
は
「
予
見
の
ス
パ
ン
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）  

明
治
元
年
制
定
の
仮
刑
律
「
戲
誤
過
失
殺
傷
」
規
定
（
司
法
省
秘
書
課
『
司
法
資
料
別
冊
第
一
七
号　

日
本
近
代
刑
事
法
令
集　

上
』（
一
九

四
五
）
二
七
九
頁
）、
明
治
三
年
制
定
の
新
律
綱
領
「
過
失
殺
傷
」
規
定
（
同
五
三
七
頁
）、
明
治
六
年
制
定
の
改
定
律
例
「
過
失
殺
傷
」
規
定

（『
司
法
資
料
別
冊
第
一
七
号　

日
本
近
代
刑
事
法
令
集　

中
』（
一
九
四
五
）
一
八
九
頁
）
な
ど
。

（
4
）  

中
田
薫
「
徳
川
刑
法
の
論
評
」（
法
学
志
林
第
八
号
四
号
、
一
九
一
六
）
二
〇
頁
、
三
一
頁
な
ど
。

（
5
）  

本
論
文
に
て
試
み
る
過
失
犯
論
の
「
第
一
期
」
か
ら
「
第
六
期
」
の
区
分
は
、
本
文
に
て
前
述
し
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
「
試
案
」
で
あ
り
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
他
の
区
分
方
法
も
採
り
得
る
。
本
論
文
の
狙
い
は
、
従
来
の
過
失
犯
論
と
最
新
の
過
失
犯
論
の
接
合
と
い
う
問
題
意
識
の
も

と
、
極
め
て
複
雑
な
展
開
を
見
せ
る
過
失
犯
論
の
変
遷
を
少
し
で
も
分
か
り
や
す
く
描
写
す
る
点
に
あ
る
。

　
　
　

な
お
、「
過
失
犯
の
構
造
論
」
の
歴
史
を
題
材
と
す
る
近
年
の
論
文
と
し
て
は
、
本
間
一
也
「
過
失
論
の
系
譜
」（
浅
田
和
茂
ら
編
『
刑
事
法
学

の
系
譜
』（
信
山
社
、
二
〇
二
二
））
四
〇
一
頁
以
下
に
詳
し
い
。
も
っ
と
も
本
間
一
也
論
文
は
過
失
犯
の
「
構
造
論
」
の
展
開
に
重
点
が
置
か
れ
、

近
年
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
「
危
険
の
予
見
可
能
性
」
や
「
情
報
収
集
義
務
」
と
い
っ
た
最
新
の
過
失
犯
論
と
の
関
連
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
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本
論
文
は
、
社
会
的
背
景
の
変
化
に
よ
り
必
然
的
に
促
さ
れ
て
き
た
過
失
犯
論
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
、
高
度
経
済
成
長
期
に
伴
う
工
業
化
や

近
年
の
大
規
模
事
故
の
頻
発
と
い
っ
た
社
会
的
背
景
の
な
か
で
、
過
失
犯
論
に
お
い
て
新
た
に
提
唱
さ
れ
た
概
念
が
従
来
の
議
論
の
延
長
線
上
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
注
目
し
、
従
来
の
過
失
犯
論
と
最
新
の
過
失
犯
論
の
接
合
を
試
み
る
。

（
6
）  
富
田
山
壽
『
日
本
刑
法
』（
講
法
会
、
一
九
一
八
）
二
七
七
頁
、
木
片
を
落
と
す
仮
想
事
例
に
つ
い
て
は
、
二
七
八
頁
参
照
。

（
7
）  
趙
欣
伯
『
刑
事
過
失
論
』（
清
水
書
店
、
一
九
二
六
）
三
一
七
頁
。

（
8
）  
藤
木
英
雄
「
第
Ⅰ
編　

総
論
」（
藤
木
英
雄
編
『
過
失
犯
―
新
旧
過
失
論
争
―
』（
学
陽
書
房
、
一
九
七
五
））
五
〇
頁
。

（
9
）  

藤
木
・
前
掲
注
（
8
）
四
九
頁
。

（
10
）  

宮
本
英
脩
『
刑
法
大
綱
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
）
一
五
六
頁
。
前
述
の
本
間
論
文
に
お
い
て
は
、
宮
本
英
脩
の
「
反
対
行
為
義
務
」
論

は
、「
結
果
回
避
義
務
」
論
及
び
「
許
さ
れ
た
危
険
論
」
の
萌
芽
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
本
間
・
前
掲
注
（
5
）
八
頁
）。

（
11
）  

も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
注
意
す
べ
き
は
、
予
見
「
可
能
」
で
あ
る
こ
と
と
反
対
行
為
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
は
別
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
直

ち
に
「
豫
見
義
務
」
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
医
療
行
為
は
過
失
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
人
を
死
に
至
ら
し

め
る
「
可
能
性
」
の
あ
る
危
険
な
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
予
見
し
て
い
た
こ
と
の
み
で
は
、
直
ち
に
反
対
行
為
義
務
（
医
療
行
為
を
し
な

い
義
務
）
を
課
さ
れ
る
事
情
に
は
な
ら
な
い
（
宮
本
・
前
掲
注
（
10
）・
一
五
七
頁
参
照
）。

（
12
）  

不
破
武
夫
『
刑
事
責
任
論
』（
弘
文
堂
、
一
九
四
八
）
一
七
九
頁
。
な
お
、
客
観
説
は
「
行
爲
者
は
如
何
な
る
『
注
意
』
を
用
ふ
べ
き
で
あ
つ

た
か
に
關
し
、
一
般
的
な
標
準
に
依
る
べ
き
も
の
と
す
る
見
解
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
主
観
説
は
「
行
爲
者
個
人
の
注
意
能
力
を
標
準
と
す
べ
き

で
あ
る
と
い
ふ
見
解
」
で
あ
る
（
小
野
清
一
郎
『
刑
法
講
義
：
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
二
）
一
六
六
頁
）。

（
13
）  

不
破
・
前
掲
注
（
12
）
一
七
六
頁
。

（
14
）  

不
破
・
前
掲
注
（
12
）
一
八
一
頁
。

（
15
）  

不
破
・
前
掲
注
（
14
）。

（
16
）  

不
破
・
前
掲
注
（
12
）
一
八
二
頁
。
実
際
の
事
例
に
お
い
て
も
存
在
す
る
（
昭
和
八
年
一
二
月
六
日
大
審
院
第
三
刑
事
部
判
決
、
判
例
集
第
一

二
巻
二
二
二
四
頁
）。

（
17
）  

不
破
・
前
掲
注
（
12
）
一
八
三
頁
。
現
代
の
情
報
収
集
義
務
は
②
に
お
い
て
成
立
し
得
る
。

（
18
）  

井
上
正
治
『
過
失
犯
の
構
造
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
）
七
六
頁
の
ほ
か
に
も
、
過
失
が
故
意
と
並
ぶ
責
任
形
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
「
違

法
性
と
責
任
の
区
別
」
は
看
過
さ
れ
て
き
た
と
の
指
摘
が
存
す
る
（
中
義
勝
『
刑
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
）
一
二
四
頁
）。
な
お
、
責
任
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要
素
・
違
法
性
要
素
と
し
て
の
過
失
の
変
遷
を
素
描
す
る
た
め
に
は
、
故
意
と
過
失
の
分
水
嶺
の
検
討
を
交
え
た
歴
史
的
考
察
を
要
す
る
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
。

（
19
）  

井
上
・
前
掲
注
（
18
）
五
二
頁
。

（
20
）  
井
上
・
前
掲
注
（
19
）。

（
21
）  
井
上
・
前
掲
注
（
18
）
五
七
頁
。

（
22
）  
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』（
創
文
社
、
第
三
版
、
一
九
九
〇
）
三
四
三
頁
。

（
23
）  

井
上
・
前
掲
注
（
18
）
六
四
頁
。

（
24
）  

「
実
質
的
で
許
さ
れ
な
い
危
険
」
を
提
唱
す
る
論
者
は
、
自
説
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
ア
メ
リ
カ
模
範
刑
法
典
（M

odel Penal Code

）
に
お

け
る
刑
事
過
失
の
規
定
に
言
及
し
て
い
る
（
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
）
一
九
四
頁
）。
す
な
わ
ち
本
学
説
は
、
二
．
〇
二

条
第
二
項
の
「（d

） N
egligently. A person acts negligently w

ith respect to a m
aterial elem

ent of an offense w
hen he should be 

aw
are of a substantial and unjustifiable risk that the m

aterial elem
ent exists or w

ill result from
 his conduct.

…
…
」（
下
線
は
本
論

文
の
筆
者
に
よ
る
）
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
25
）  

平
野
・
前
掲
注
（
24
）
一
九
一
頁
。

（
26
）  

平
野
・
前
掲
注
（
24
）
一
九
三
頁
。

（
27
）  

「
こ
の
過
失
行
為
の
も
つ
危
険
性
は
、
結
果
の
客
観
的
予
見
可
能
性
」
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
「
予
見
可
能
」
と
は
、「『
あ
る
程
度
高
度
の
』

予
見
可
能
性
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
（
平
野
・
前
掲
注
（
24
）
一
九
四
頁
）。

（
28
）  

平
野
・
前
掲
注
（
24
）
二
〇
一
頁
。

（
29
）  

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
注
意
義
務
を
過
失
の
有
無
の
判
断
の
中
心
に
据
え
る
通
説
の
他
に
、「
著
し
く
高
め
ら
れ
た
危
険
」
に
着
目
し
て
注
意

義
務
に
代
替
さ
せ
る
有
力
説
が
存
在
す
る
（W

alter G
ropp, A

rndt Sinn. Strafrecht Allgem
einer Teil, 5. Aufl. 2020, Rdn. 122.

）。

（
30
）  

石
堂
功
卓
＝
川
井
健
＝
藤
木
英
雄
「〈
座
談
会
〉
森
永
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
中
毒
事
件
判
決
と
今
後
の
問
題
点
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
二
号
、
一
九
七

四
）
一
八
頁
、
藤
木
英
雄
の
発
言
な
ど
。
な
お
、
藤
木
英
雄
自
身
は
、
従
来
の
学
説
は
過
失
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
説
こ
そ
が
最
初
の
過
失
論

で
あ
る
と
主
張
す
る
（
藤
木
・
前
掲
注
（
8
）
二
二
頁
）。

（
31
）  

た
と
え
ば
板
倉
宏
は
「
危
惧
感
」
説
を
「
具
体
的
な
予
見
可
能
性
が
な
く
て
も
、
結
果
発
生
の
危
惧
感
が
あ
れ
ば
結
果
予
見
可
能
性
が
あ
る
と

す
る
」
学
説
で
あ
る
と
捉
え
た
う
え
で
、
藤
木
英
雄
や
自
ら
が
支
持
す
る
学
説
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
板
倉
宏
『
刑
法
総
論
』（
新
訂
版
、
二
〇
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〇
一
）
二
六
七
頁
）。

（
32
）  

結
論
に
賛
同
す
る
論
者
と
し
て
、
石
堂
＝
川
井
＝
藤
木
・
前
掲
注
（
30
）
一
八
頁
、
石
堂
功
卓
の
発
言
、
福
田
平
「
過
失
犯
に
お
け
る
予
見
可

能
性
と
監
督
義
務
違
反
／
森
永
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
中
毒
事
件
」（
判
例
時
報
七
四
三
号
）
一
五
九
頁
、
中
義
勝
「
業
務
上
過
失
致
死
傷

―
森
永
ド

ラ
イ
ミ
ル
ク
事
件
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
五
六
五
号
）
一
三
八
頁
、
西
原
春
夫
『
交
通
事
故
と
過
失
の
認
定
』（
成
文
堂
、
一
九
七
五
）
三
八

頁
、
内
田
文
昭
「
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
の
予
見
可
能
性
と
回
避
可
能
性
―
森
永
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
中
毒
事
件
差
戻
後
第
一
審
判
決
」（
判
例
タ
イ

ム
ズ
三
〇
九
号
）
一
〇
六
頁
、
松
宮
孝
明
『
刑
事
過
失
論
の
研
究
』（
成
文
堂
、
補
正
版
、
二
〇
〇
四
）
二
五
一
頁
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
33
）  

石
堂
＝
川
井
＝
藤
木
・
前
掲
注
（
30
）
二
〇
頁
、
藤
木
英
雄
の
発
言
。

（
34
）  

石
堂
＝
川
井
＝
藤
木
・
前
掲
注
（
33
）。
技
術
系
で
は
な
く
事
務
系
で
あ
っ
た
こ
と
が
過
失
認
定
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
ま
か
り
通
る
背
景

の
一
つ
に
は
、
こ
の
時
期
に
は
「
監
督
過
失
」
の
議
論
が
未
だ
十
分
に
深
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
企
業
に
お
け
る

個
人
の
監
督
責
任
の
議
論
の
必
要
性
自
体
に
つ
い
て
は
当
時
の
藤
木
英
雄
も
訴
え
て
い
た
（
藤
木
・
前
掲
注
（
8
）
七
一
頁
）。

（
35
）  

内
田
・
前
掲
注
（
32
）
一
〇
六
頁
。

（
36
）  

こ
の
ほ
か
「
危
惧
感
」
概
念
の
理
論
構
成
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
見
解
と
し
て
、
西
原
春
夫
「
信
頼
の
原
則
と
予
見
可
能
性

―
食
品
事
故
と
交

通
事
故
を
対
比
さ
せ
つ
つ
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
二
号
、
一
九
七
四
）
三
四
頁
。

（
37
）  

た
と
え
ば
、
松
原
芳
博
『
刑
法
総
論
』（
日
本
評
論
社
、
第
二
版
、
二
〇
一
七
）
二
九
三
頁
。

（
38
）  

藤
木
・
前
掲
注
（
8
）
六
七
頁
。

（
39
）  

藤
木
・
前
掲
注
（
8
）
二
八
―
三
〇
頁
。
藤
木
英
雄
と
同
じ
く
新
過
失
論
の
主
唱
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
井
上
正
治
も
ま
た
、
エ

ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
こ
の
三
分
類
（Engisch, U

ntersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im
 Strafrecht, 1930.

）
を
も
と
に
、
自
説
を

展
開
し
て
い
る
（
井
上
・
前
掲
注
（
18
）
七
四
頁
）。

（
40
）  

藤
木
・
前
掲
注
（
8
）
三
〇
頁
。

（
41
）  

藤
木
・
前
掲
注
（
8
）
三
一
頁
。

（
42
）  

三
井
誠
「
過
失
犯
に
お
け
る
予
見
可
能
性
と
個
人
の
監
督
責
任
の
限
界
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
二
号
、
一
九
七
四
）
三
六
頁
。

（
43
）  

三
井
・
前
掲
注
（
42
）
三
七
頁
。

（
44
）  

藤
木
・
前
掲
注
（
8
）
三
二
頁
。

（
45
）  

藤
木
・
前
掲
注
（
8
）。
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（
46
）  

本
間
・
前
掲
注
（
5
）
で
は
、
藤
木
理
論
は
二
つ
に
分
断
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
文
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
藤
木
英
雄
は
一
貫
し
た
新
過
失

論
者
で
あ
る
。

（
47
）  

三
井
・
前
掲
注
（
42
）
三
九
頁
。

（
48
）  
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
〇
八
）
二
二
〇
頁
。

（
49
）  
福
田
平
『
刑
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
全
訂
第
五
版
、
二
〇
一
一
）
一
三
〇
頁
。
大
塚
仁
も
監
督
者
が
直
接
結
果
を
惹
き
起
こ
す
わ
け
で
は
な
い

点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、「
二
段
の
予
見
可
能
性
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
福
田
平
の
理
論
に
独
自
性
が
あ
る

と
い
え
る
。
な
お
、
監
督
過
失
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
「
信
頼
の
原
則
」
の
適
用
の
さ
れ
方
も
異
な
る
。
す
な
わ
ち
「
部
下
の
担
当
す
る
仕
事

が
人
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
高
度
の
危
険
を
含
む
も
の
で
あ
る
場
合
や
、
部
下
の
能
力
が
十
分
で
な
い
場
合
に
は
、
上
司
の
監
督
義
務
は
高
め

ら
れ
」、
信
頼
の
原
則
の
適
用
は
制
約
さ
れ
る
と
の
指
摘
も
存
在
す
る
（
大
塚
・
前
掲
注
（
48
）
二
二
一
頁
）。

（
50
）  

石
堂
＝
川
井
＝
藤
木
・
前
掲
注
（
30
）
一
五
頁
、
藤
木
英
雄
の
発
言
。

（
51
）  

西
原
・
前
掲
注
（
36
）
三
二
頁
。
西
原
春
夫
は
「
信
頼
の
原
則
の
理
論
構
成
に
最
も
寄
与
し
た
学
者
の
一
人
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
大
谷
実

「
第
Ⅱ
編　

危
険
の
分
配
と
信
頼
の
原
則
」（
藤
木
英
雄
編
『
過
失
犯

―
新
旧
過
失
論
争

―
』（
学
陽
書
房
、
一
九
七
五
））
八
三
頁
）
た
め
、

代
表
的
な
見
解
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（
52
）  

西
原
・
前
掲
注
（
51
）。

（
53
）  

ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
信
頼
の
原
則
」
を
踏
ま
え
た
う
え
で
「
予
見
可
能
性
説
に
な
じ
み
や
す
い
方
向
で
変
遷
し
て
き
た
」（
松
宮
・
前
掲
注

（
32
）
九
五
頁
、
九
八
頁
、
三
八
〇
頁
）
と
い
う
見
解
が
存
在
す
る
一
方
で
、「
信
頼
の
原
則
」
は
「
新
過
失
論
か
ら
は
、
客
観
的
注
意
義
務
を
具

体
化
な
い
し
制
限
す
る
準
則
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」（
古
川
伸
彦
『
刑
事
過
失
論
序
説

―
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
の
内
容

―
』（
成

文
堂
、
二
〇
〇
七
）
一
三
九
頁
）
と
い
う
見
解
も
存
在
す
る
。

（
54
）  

西
原
春
夫
「
過
失
犯
の
構
造
」（
中
山
研
一
＝
西
原
春
夫
＝
藤
木
英
雄
＝
宮
澤
浩
一
編
『
現
代
刑
法
講
座　

第
三
巻　

過
失
か
ら
罪
数
ま
で
』

（
成
文
堂
、
一
九
八
二
）
一
九
頁
。

（
55
）  

木
村
亀
二
「
過
失
犯
の
構
造
」（
平
場
安
治
編
『
瀧
川
先
生
還
暦
記
念　

現
代
刑
法
学
の
課
題
下
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
））
五
九
二
頁
。
な

お
、
木
村
亀
二
は
牧
野
英
一
の
門
下
で
あ
る
（
大
塚
仁
『
刑
法
に
お
け
る
新
・
旧
両
派
の
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
七
）
五
〇
頁
）
た
め
、

筆
者
の
分
類
に
基
づ
く
と
「
第
三
期
」
の
論
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
56
）  

木
村
・
前
掲
注
（
55
）
五
九
三
頁
。
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（
57
）  

大
塚
・
前
掲
注
（
48
）
二
一
〇
―
二
一
一
頁
参
照
。

（
58
）  

大
塚
・
前
掲
注
（
57
）。

（
59
）  

団
藤
・
前
掲
注
（
22
）。

（
60
）  
大
塚
・
前
掲
注
（
48
）
二
一
〇
頁
。

（
61
）  
大
塚
・
前
掲
注
（
60
）。

（
62
）  
大
塚
・
前
掲
注
（
60
）。

（
63
）  

大
塚
・
前
掲
注
（
60
）。

（
64
）  

「
情
報
収
集
義
務
」
が
「
危
惧
感
」
か
ら
「
具
体
的
予
見
」
に
至
る
た
め
の
媒
介
概
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
動
機
づ
け
を
与
え
る
義
務
」

は
「
具
体
的
予
見
」
か
ら
「
結
果
回
避
義
務
」
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
媒
介
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
65
）  

山
口
厚
『
刑
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
二
〇
一
六
）
二
四
六
頁
。

（
66
）  

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
八
）
二
一
七
頁
。

（
67
）  

井
田
良
『
変
革
の
時
代
に
お
け
る
理
論
刑
法
学
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
）
一
七
〇
頁
。

（
68
）  

井
田
・
前
掲
注
（
66
）
二
二
四
頁
。

（
69
）  

前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
七
版
、
二
〇
一
九
）
二
一
二
頁
。

（
70
）  

松
宮
・
前
掲
注
（
32
）
二
四
三
頁
。

（
71
）  

松
宮
・
前
掲
注
（
32
）
三
〇
八
頁
。

（
72
）  

松
宮
・
前
掲
注
（
32
）
二
九
五
頁
。
三
井
誠
「
第
Ⅲ
編　

予
見
可
能
性
」（
藤
木
英
雄
編
『
過
失
犯

―
新
旧
過
失
論
争

―
』（
学
陽
書
房
、

一
九
七
五
））
一
五
〇
頁
。

（
73
）  

松
宮
・
前
掲
注
（
32
）
三
一
〇
頁
。

（
74
）  

大
塚
仁
＝
福
田
平
「
対
談
・
最
近
の
重
要
判
例
に
見
る
刑
法
理
論
上
の
諸
問
題
（
四
・
上
）」（
現
代
刑
事
法
五
巻
四
号
、
二
〇
〇
三
）
一
五
頁
。

な
お
、
福
田
平
は
②
の
立
場
を
支
持
し
て
い
る
。

（
75
）  

大
塚
・
前
掲
注
（
74
）。

（
76
）  

古
川
・
前
掲
注
（
53
）
一
九
頁
。

（
77
）  

古
川
・
前
掲
注
（
53
）
二
六
三
頁
。
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（
78
）  

古
川
・
前
掲
注
（
53
）
二
六
四
頁
。

（
79
）  

古
川
・
前
掲
注
（
78
）。

（
80
）  

古
川
・
前
掲
注
（
78
）。

（
81
）  
古
川
・
前
掲
注
（
53
）
二
六
五
頁
。

（
82
）  
古
川
・
前
掲
注
（
78
）。

（
83
）  
最
決
平
成
一
五
・
一
・
二
四
判
時
一
八
〇
六
号
一
五
七
頁
。

（
84
）  

松
原
・
前
掲
注
（
37
）
二
八
七
頁
。

（
85
）  

実
際
に
松
原
・
前
掲
注
（
84
）
に
お
い
て
、
古
川
・
前
掲
注
（
53
）
一
九
七
頁
の
「
そ
の
行
為
者
に
と
っ
て
認
識
可
能
な
、
行
為
時
に
現
存
す

る
危
険
を
消
滅
さ
せ
る
」
行
為
が
、「
仮
定
的
代
替
行
為
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
86
）  

樋
口
亮
介
「
注
意
義
務
の
内
容
確
定
プ
ロ
セ
ス
を
基
礎
に
置
く
過
失
犯
の
判
断
枠
組
み
⑴
」（
法
曹
時
報
六
九
巻
一
二
号
、
二
〇
一
七
）
一
七

頁
。

（
87
）  

樋
口
・
前
掲
注
（
86
）
三
三
頁
。

（
88
）  

樋
口
・
前
掲
注
（
86
）
七
二
頁
。

（
89
）  

山
本
紘
之
「
序
論　

近
時
の
最
高
裁
判
例
が
過
失
犯
論
に
投
げ
か
け
た
も
の
（﹇
特
集
﹈
最
高
裁
判
例
か
ら
過
失
犯
論
を
問
い
直
す
）」（
日
本

評
論
社
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
通
号
七
六
九
号
、
二
〇
一
九
）
八
―
九
頁
。

（
90
）  

久
禮
博
一
「
判
解
」
最
判
解
平
成
二
九
年
度
一
五
一
頁
。
本
文
中
に
示
し
た
論
点
の
ほ
か
、「
後
に
新
省
令
等
で
示
さ
れ
た
転
覆
危
険
率
を
用

い
て
脱
線
転
覆
の
危
険
性
を
判
別
し
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
整
備
箇
所
を
選
別
す
る
方
法
は
、
本
件
事
故
以
前
に
お
い
て
、
国
内
の
他
の
鉄
道
事
業
者
で
も

採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
」、「
本
件
事
故
以
前
の
法
令
上
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
に
速
度
照
査
機
能
を
備
え
る
こ
と
も
、
曲
線
に
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
整
備
す
る
こ

と
も
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
大
半
の
鉄
道
事
業
者
は
曲
線
に
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
整
備
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「
Ａ

Ｔ
Ｓ
」
と
は
、「Autom

atic Train Stop

（
自
動
列
車
停
止
装
置
）」
の
略
称
で
あ
る
（
一
般
社
団
法
人
日
本
民
営
鉄
道
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
Ａ

Ｔ
Ｓ
」https://w

w
w.m

intetsu.or.jp/know
ledge/term

/16475.htm
l

、
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
三
年
八
月
三
日
）。

（
91
）  

小
野
清
一
郎
『
刑
法
と
法
哲
学
（
刑
事
法
論
集　

第
四
巻
）』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
）
二
六
五
頁
。

（
92
）  

久
禮
・
前
掲
注
（
90
）
一
五
二
頁
。

（
93
）  

山
本
・
前
掲
注
（
89
）。
本
事
例
の
小
貫
補
足
意
見
に
お
い
て
も
括
弧
書
き
に
て
、
仮
に
「
脱
線
転
覆
事
故
発
生
の
危
険
性
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
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そ
れ
に
よ
る
乗
客
等
の
死
傷
の
結
果
に
つ
い
て
も
当
然
予
見
可
能
」（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。「
危
険
」
の
予
見
可
能

性
が
「
結
果
」
の
予
見
可
能
性
の
重
要
な
考
慮
要
素
と
な
り
得
る
こ
と
が
、
実
務
に
て
意
識
さ
れ
た
具
体
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
94
）  

松
原
・
前
掲
注
（
37
）
二
九
三
頁
。

（
95
）  
樋
口
亮
介
「
注
意
義
務
の
内
容
確
定
基
準

―
比
例
原
則
に
基
づ
く
義
務
内
容
の
確
定
」（
髙
山
佳
奈
子
ほ
か
編
『
山
口
厚
先
生
献
呈
論
文

集
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
））
二
三
一
頁
。

（
96
）  
こ
の
よ
う
な
場
合
は
も
は
や
、
過
失
で
は
な
く
故
意
に
近
い
状
況
と
い
え
る
。

（
97
）  

結
果
の
予
見
可
能
性
と
「
因
果
経
過
の
基
本
的
部
分
」
の
予
見
可
能
性
も
、
異
な
る
段
階
に
お
け
る
予
見
可
能
性
で
あ
る
。「
結
果
の
予
見
可

能
性
に
プ
ラ
ス
し
て
、
因
果
経
過
の
『
重
要
部
分
』
の
予
見
可
能
性
が
な
け
れ
ば
過
失
犯
が
成
立
し
な
い
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」（
前

田
・
前
掲
注
（
69
）
二
二
五
頁
）
と
い
う
指
摘
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
両
者
を
区
別
し
た
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

（
98
）  

松
宮
・
前
掲
注
（
72
）。
こ
の
理
解
に
対
し
て
肯
定
的
な
立
場
を
示
す
近
年
の
論
者
と
し
て
は
、
神
例
康
博
「
い
わ
ゆ
る
『
危
惧
感
説
」
に
つ

い
て
」（
山
口
厚
ら
編
『
実
務
と
理
論
の
架
橋

―
刑
事
法
学
の
実
践
的
課
題
に
向
け
て

―
』（
成
文
堂
、
二
〇
二
三
））
四
五
頁
。

（
99
）  

松
原
・
前
掲
注
（
94
）。

（
100
）  

安
田
拓
人
「
講
座　

刑
法
総
論
の
基
礎
に
あ
る
も
の
﹇
第
五
回
﹈『
過
失
犯
』」（
有
斐
閣
、
法
学
教
室
四
九
一
号
、
二
〇
二
一
）
一
二
八
頁
。

（
101
）  

過
失
犯
要
件
①
〜
③
の
再
構
成
、
要
件
①
の
二
次
基
準
た
る
「
中
間
項
」、
及
び
後
部
荷
台
同
乗
事
件
を
用
い
た
説
明
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一

敏
「
第
一
講　

過
失
犯
」（
高
橋
則
夫
＝
杉
本
一
敏
＝
仲
道
祐
樹
『
理
論
刑
法
学
入
門
：
刑
法
理
論
の
味
わ
い
方
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一

四
））
一
二
―
一
三
頁
参
照
。
な
お
、
本
見
解
に
お
け
る
①
の
予
見
の
対
象
は
、「
現
実
に
発
生
し
た
結
果
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
結
果
回
避
措

置
に
つ
い
て
は
、（
事
後
的
に
見
た
）「
結
果
回
避
可
能
性
」
と
（
事
前
的
に
み
た
）「
予
見
可
能
性
」
が
共
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
。

（
102
）  

小
林
憲
太
郎
「
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
と
『
作
為
義
務
』」（『
刑
法
雑
誌
』
五
六
巻
二
号
、
二
〇
一
七
）
二
七
七
頁
。

（
103
）  

小
林
・
前
掲
注
（
102
）。

（
104
）  

小
林
教
授
は
「
情
報
収
集
義
務
」
に
批
判
的
な
論
者
と
し
て
山
口
厚
教
授
を
取
り
上
げ
る
。
確
か
に
山
口
教
授
は
「
情
報
収
集
義
務
」
に
対
し

て
消
極
的
で
あ
る
（
山
口
・
前
掲
注
（
65
）
二
四
七
頁
参
照
）
が
、
山
口
教
授
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
情
報
収
集
義
務
が
「
結
果
予

見
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
結
果
回
避
義
務
を
課
す
る
た
め
の
媒
介
概
念
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
近
年

人
口
に
膾
炙
し
つ
つ
あ
る
情
報
収
集
義
務
の
内
実
と
は
異
な
る
。
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（
105
）  

小
林
・
前
掲
注
（
102
）
二
七
八
頁
。

（
106
）  

山
本
紘
之
『
近
代
刑
法
原
理
と
過
失
犯
論
』（
信
山
社
、
二
〇
二
三
）
九
七
頁
。

（
107
）  D

uttge, Zur Bestim
m
theit des H

andlungsunw
erts von Fahrlässigkeitsdelikten, 2001, S. 409ff, 

山
本
・
前
掲
注
（
106
）
一
〇
〇
頁
。

（
108
）  
山
本
・
前
掲
注
（
106
）
一
〇
九
頁
。

（
109
）  
山
本
・
前
掲
注
（
106
）
一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

（
110
）  
久
禮
・
前
掲
注
（
90
）
一
五
三
頁
。

（
111
）  

本
事
例
は
、
予
見
可
能
性
及
び
結
果
回
避
義
務
が
連
動
し
て
基
準
が
設
定
さ
れ
る
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、「
第
五
期
」
に
て
提
唱
さ
れ
た

「
相
関
関
係
説
」
が
主
張
さ
れ
た
点
に
お
い
て
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
学
説
に
対
し
て
は
、「『
相
関
関
係
』
と
い
う
数
学
用
語
に
よ
る
隠
喩
は
、

両
『
変
数
』
の
関
係
性
の
刑
法
学
的
な
意
義
を
見
誤
ら
せ
る
」（
古
川
伸
彦
「
福
島
第
一
原
発
水
素
爆
発
事
件
・
東
電
元
副
社
長
ら
強
制
起
訴
事

案
第
一
審
判
決
と
過
失
犯
に
つ
い
て
の
見
せ
か
け
の
ド
グ
マ
」（
判
例
時
報
二
四
三
一
・
二
四
三
二
合
併
号
）
四
七
頁
）
と
の
指
摘
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
回
避
措
置
を
義
務
付
け
る
た
め
に
必
要
な
予
見
可
能
性
如
何
と
は
問
う
て
い
な
い
」
の
で
あ
り
、「
本
判
決
も
、
運
転
停
止
と
い
う
回

避
措
置
に
鑑
み
て
予
見
可
能
性
要
件
を
厳
格
化
し
た
か
の
よ
う
に
読
ん
で
は
な
ら
な
い
」（
古
川
・
前
掲
）
と
釘
を
刺
す
見
解
が
存
す
る
。「
相
関

関
係
」
説
の
提
唱
者
に
よ
る
文
献
の
記
述
（
井
田
・
前
掲
注
（
66
））
の
み
か
ら
は
、「
相
関
関
係
」
と
い
う
用
語
を
選
択
し
た
真
意
は
読
み
取
れ

な
い
も
の
の
、
私
見
と
し
て
は
、
低
い
予
見
に
基
づ
く
が
ゆ
え
に
結
果
を
回
避
で
き
な
か
っ
た
原
因
が
、
行
為
者
の
行
為
を
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

予
見
前
段
階
に
お
け
る
当
該
行
為
者
の
情
報
収
集
を
は
じ
め
と
す
る
努
力
を
怠
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
結
果
回
避
措
置
の

段
階
が
予
見
可
能
性
の
段
階
に
遡
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
「
予
見
可
能
性
」
と
「
結
果
回
避
措
置
」
と
い

う
二
種
類
の
「
変
数
」
は
双
方
と
も
、
一
方
の
変
動
に
よ
っ
て
他
方
も
影
響
を
受
け
る
「
相
関
関
係
」
に
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　

本
事
例
の
結
論
と
し
て
は
、
こ
の
相
関
関
係
説
は
否
定
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
稲
垣
悠
一
「
原
発
施
設
が
対
処
す
べ
き
自
然
現
象
の
限

界　

福
島
第
一
原
発
事
故
強
制
起
訴
事
件
第
一
審
判
決
を
契
機
に
」（
日
本
評
論
社
、
法
律
時
報
九
三
巻
三
号
、
二
〇
二
一
）
三
二
頁
）
が
、「
相

関
関
係
説
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
近
年
「
結
果
回
避
措
置
と
し
て
複
数
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
予
見
可
能
性
と
『
相
関
的
』
に

『
行
っ
た
り
来
た
り
』
し
な
が
ら
犯
罪
事
実
の
構
成
が
固
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
別
の
方
向
性
も
示
さ
れ
て
い
る
（
古
川
伸
彦

「
過
失
犯
に
お
け
る
予
見
可
能
性
」（
刑
法
雑
誌
六
一
巻
三
号
、
二
〇
二
二
）
五
二
六
頁
）。

（
112
）  

「
長
期
評
価
」
と
は
、「
三
陸
沖
か
ら
房
総
沖
ま
で
の
領
域
を
八
つ
に
分
け
、
三
陸
沖
北
部
か
ら
房
総
沖
の
海
溝
寄
り
を
一
つ
の
領
域
（
海
溝
寄

り
領
域
）
と
し
た
上
で
、
同
領
域
に
お
け
る
プ
レ
ー
ト
間
大
地
震
（
津
波
地
震
）
に
つ
い
て
、
明
治
三
陸
地
震
と
同
様
の
Ｍ
ｔ
8
・
2
前
後
の
地
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震
が
領
域
内
の
ど
こ
で
も
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
今
後
30
年
以
内
の
発
生
確
率
は
20
％
程
度
で
あ
る
こ
と
な
ど
」
を
示
す
デ
ー
タ
で
あ
る
。

（
113
）  

第
二
審
に
お
い
て
も
「
長
期
評
価
」
の
位
置
づ
け
は
主
要
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
が
、
第
一
審
と
同
じ
く
信
頼
性
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ 

Ｗ
Ｅ
Ｂ
「【
詳
細
】
東
電
旧
経
営
陣
三
人
に
無
罪
判
決　

東
京
高
裁　

判
決
の
ポ
イ
ン
ト
」（
二
〇
二
三
年
一
月
一
八
日
二

一
時
五
八
分
）https://w

w
w
3.nhk.or.jp/new

s/special/toudensaiban/

、
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
三
年
八
月
三
日
）。

（
114
）  
「
第
1 

本
件
公
訴
事
実
の
要
旨
」「
第
2 

前
提
と
な
る
事
実
」「
第
3 

本
件
の
主
た
る
争
点
」「
第
4 

本
件
に
お
け
る
予
見
可
能
性
に
つ
い
て

の
考
え
方
」「
第
5 

予
見
可
能
性
判
断
の
前
提
と
な
る
事
実
関
係
」「
第
6 

長
期
評
価
」「
第
7 

運
転
停
止
措
置
の
容
易
性
又
は
困
難
性
」
の
後
、

「
第
8 
予
見
可
能
性
の
検
討
」
を
行
い
「
第
9 

結
語
」
で
締
め
括
る
と
い
う
独
特
の
構
成
と
な
っ
て
い
た
。

（
115
）  

損
害
賠
償
事
件
の
な
か
に
は
、
平
成
一
四
年
末
頃
ま
で
に
「
10
ｍ
盤
を
越
え
る
試
算
を
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
」
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ

た
も
の
（
仙
台
高
判
令
和
二
・
九
・
三
〇　

https://w
w
w.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89822

、
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
三
年
八

月
三
日
）
も
存
在
し
、「
平
成
14
年
か
ら
平
成
20
年
こ
ろ
ま
で
は
、
有
意
性
の
あ
る
情
報
を
収
集
し
て
い
な
い
『
空
白
の
時
期
』」
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
稲
垣
・
前
掲
注
（
111
）
三
四
頁
）。

（
116
）  

具
体
的
に
は
、　

 

津
波
が
敷
地
に
遡
上
す
る
の
を
未
然
に
防
止
す
る
対
策
、　

 

津
波
の
遡
上
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
建
屋
内
へ
の
浸
水
を
防

止
す
る
対
策
、　

 

建
屋
内
に
津
波
が
浸
入
し
て
も
、
重
要
機
器
が
設
置
さ
れ
て
い
る
部
屋
へ
の
浸
入
を
防
ぐ
対
策
、　

 

原
子
炉
へ
の
注
水
や
冷

却
の
た
め
の
代
替
機
器
を
津
波
に
よ
る
浸
水
の
お
そ
れ
が
な
い
高
台
に
準
備
す
る
対
策
の
四
点
で
あ
る
。

川
原　

慶
己
（
か
わ
は
ら　

よ
し
き
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
刑
法
学
会
、
法
文
化
学
会
、
情
報
法
制
学
会

専
攻
領
域　
　

刑
事
法

主
要
著
作　
　
「
レ
ベ
ル
3
・
レ
ベ
ル
4
自
動
運
転
と
刑
事
責
任
」『
法
律
学
研
究
』
第
六
三
号
（
二

〇
二
〇
年
）

〔１〕

〔２〕

〔３〕

〔４〕


